
明
治
二
十
二
年
一
月
、
「
東
京
音
楽
學
校
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
前
年
四

月
に
仮
定
さ
れ
た
「
入
學
志
願
者
心
得
」
を
検
討
し
、
よ
り
詳
細
に
規
定
す
る
形
で

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
心
得
」
の
内
容
は
、
の
ち
の
「
規
則
」
の
「
赦
旨
」

（
二
十
五
年
以
降
は
「
純
則
」
と
な
る
）
、
「
入
學
、
在
學
、
退
學
」
、
「
試
業
及
卒
業

證
書
」
な
ど
に
相
当
す
る
部
分
を
含
み
、
こ
と
に
「
赦
旨
」
な
ど
に
お
い
て
は
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て

い
る
が
、
選
科
、
研
究
科
に
対
す
る
規
定
は
な
く
、

二
十
二
年
の
「
規
則
」
を
準
備
す
る
た
め
に
、
文
字
通
り
仮
定
さ
れ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
諸
書
式
に
関
し
て
は
変
更
は
な
い
が
、
「
規
則
」
で
は
「
入
學
證
書
」
に
続

い
て
、
保
証
人
に
関
す
る
「
保
證
書
式
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
入
學

志
願
者
心
得
」
の
う
ち
、
「
規
則
」
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
書
式
の
部
分
を

除
く
全
文
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
「
心
得
」
と
「
規
則
」
の
冒
頭
の
一
文
、
そ
れ
に
入
学

試
験
科
目
に
関
す
る
規
定
を
比
較
さ
れ
た
い
。
二
十
一
年
の
「
心
得
」
で
は
、
ま
だ

「
高
等
小
學
校
卒
業
以
上
若
ク
ハ
之
卜
同
等
ノ
學
力
」
と
い
う
規
定
は
な
く
、
音
楽

取
調
掛
の

「博
習
生
心
得
」
に
近
い
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。

入
學
志
願
者
心
得
恨
定

本
校
學
科
ヲ
分
チ
テ
豫
科
、
師
範
部
、
及
ヒ
専
修
部
ト
ス

入
學
生
徒
ハ
最
初
一
ケ
年
間
ハ
豫
科

二
入
學
ヲ
許
シ
＿
音
楽
普
通
ノ
學
科
ヲ

修
メ
シ
メ
一
年
ヲ
経
テ
更
二
試
験
ノ
上
其
學
部
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

規

則

第
四
節
規
則
お
よ
び
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
変
遷

以
下
、
「
入
學
願
」

「
履
歴
書
」「
學
習
保
證
朕
」

「
入
學
證
書
」
の
各
書
式
に
つ
い

て
は
「
東
京
―
音
楽
學
校
規
則
」
と
同
一
で
あ
る
た
め
省
略
す
る
。

生
徒
ノ
證
人
ハ
丁
年
以
上
ニ

シ
テ
相
嘗
ノ
資
産
ヲ
有
シ

一
名
ハ
父
兄
親
族

尚
一
名
ハ
府
内
二
住
居
シ
一
家
計
ヲ
立
ル
者
二
限
ル

但
入
學
證
書

二
證
人
財
産
調
書
ヲ
添
付
ス
ル

ヲ
要
ス

骰
格

襲
音

讀
書

作
文

算
術

英
語

ル
ベ
シ 但

豫
科
ノ
修
業
ヲ
卒
へ
何
レ
ノ
學
部

ニ
モ
入
學
許
可
ヲ
典
ヘ
カ
タ
キ
者

ニ
ハ
其
節
退
學
ヲ
命
ス
ベ
シ

師
範
部
ぐ
音
榮
敦
員
タ

ル
ベ
キ
志
願
ノ
者

二
入
學
ヲ
許
シ
修
業
年
限
ハ
豫

科
共
通
シ
テ
凡
ソ
ニ
ケ
年
ト
ス

専
修
部
ハ
＿
音
榮
二
特
別
ノ
才
能
ヲ
具
フ
ル
者
ヲ
特
二
撰
抜
シ
テ
入
學
ヲ
許

シ
修
業
年
限
ハ
豫
科
共
通
シ
テ
凡
ソ
四
ケ
年
ト
ス

授
業
料
ハ
営
分
一
ヶ
月
金
壱
圏
ト
ス

本
校
生
徒
タ
ル
ヲ
得
ベ
キ
者
ハ
男
女
二
係
ラ
ズ
満
十
四
年
以
上
廿
年
以
下

ニ
シ
テ
品
行
端
正
ノ
證
明
ヲ
具
へ
且
父
兄
若
ク
ハ
親
族
ョ
リ
修
業
中
ノ
費
用

其
他
學
習
上
一
切
差
支
ナ
キ
保
證
状
ヲ
出
シ
左
記
ノ
試
瞼
二
及
第
ス
ル
者
タ

身
競
健
康

猿
音
及
聴
音

國
史
略
、
日
本
外
史
ノ
類
講
讀

書
翰
文
、
仮
名
交
リ
文

四
則
、
比
例
等
ノ
中

綴
字
、
讀
法
、
文
法
ノ
類
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第

一

数

旨

明
治
二
十
二
年
ー
ニ
十
三
年

在
學
中
品
行
端
正
ニ
シ
テ
所
定
ノ
學
科
ヲ
完
了
シ
タ
ル
者
―
ー
ハ
卒
業
證
書

ヲ
授
典
ス
ベ
シ

〔手
書
き
〕

（『
明
治
二
十一

年
東
京
＿音
楽
學
校
學
事
年
報
』
）

「
東
京
＿
音
楽
學
校
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
明
治
二
十
二
年
か
ら
、
『
東
京
―
音
楽
學
校

一
覧
』
の
発
行
が
開
始
さ
れ
る
。
今
日
、
本
学
に
残
さ
れ
て
い
る
資
料
の
う
ち
、
ニ

十
一
年
の
規
則
を
知
る
手
掛
り
と
な
る
も
の
は
、
前
出
の
書
類
『
東
京
＿
音
楽
學
校
學

事
年
報
』

の
み
で
あ
る
が
、
二
十
二
年
以
降
に
関
し
て
は
、
こ

の
各
年
の
『
年
報
』

に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
毎
年
発
行
さ
れ
る
『
一
究
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以

下、

明
治
時
代
の
本
校
の
規
則
の
変
遷
を
『
一
究
』
に
基
づ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

第
四
節
中
の
以
下
の
資
料
の
出
典
は
す
べ
て

『
東
京
音
楽
學
校
一
覧
』
で
あ
る
。

二
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
規
則
は
、
明
治
時
代
の
う
ち
に
そ
の
後
三
度
、
大
幅
に

改
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
高
等
師
範
学
校
附
属
と
な
っ
た
二
十
六
年
、
つ

い
で
再
独

立
後
の
三
十
三
年
、
そ
し
て
四
十
二
年
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
四
十
二
年
に
改
正
さ
れ

た
規
則
は
そ
の
後
、
大
正
、
昭
和
を
通
じ
て
、
少
し
ず
つ
改
正
さ
れ
な
が
ら
も
東
京

音
楽
学
校
の
間
じ

ゅ
う
基
本
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
明
治
四
十

一
年
ま
で
の
規
則
を
扱
い
、
四
十
二
年
以
降
に
つ
い
て
は
第
二
巻
で
取
り
あ
げ
る
こ

と
と
す
る
。
規
則
の
変
遷
の
扱
い
方
と
し
て
は
、
二
十
二
年
、
二
十
六
年
、
三
十
三

年
の
三
回
に

つ
い
て
は
そ
の
年
の
規
則
全
体
を
記
載
し
、
そ
れ
以
外
の
年
に

つ
い
て

は
改
正
の
行
わ
れ
た
箇
所
の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
年
ご
と
の
区
分
に
つ
い

て
は
、
『
東
京
＿音
楽
學
校

一
究
』
に
倣
い
、
た
と
え
ば
「
明
治
二
十
二
年
ー
ニ
十
三

年
」
と
い
う
表
記
法
を
と
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
学
年
の
始
ま
り
は
、
以
下
の
資

料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
十
二
年
当
初
は
九
月
十
日
で
あ
っ
た
が
、
三
十
八
年
か

ら
師
範
科
が
四
月
一

日
と
な
り
、
四
十
年
に
は
全
科
四
月
一
日
と
改
正
さ
れ
る
。

第
一
條
本
校
ハ
汎
ク
＿
音
楽
専
門
ノ
教
育
ヲ
施
シ
善
良
ナ

ル
＿
音
楽
教
員
及
昔
榮

師
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス

第
二
條
本
校
ノ
學
科
ハ
大
別
シ
テ
豫
科
本
科
ト
ス
本
科
ヲ
分
チ
テ
師
範
部
及

専
修
部
ノ
ニ
部
ト
ス

第

三

條

豫

科

2
音
榮
普
通
ノ
學
科
ヲ
修
メ
シ

ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
修
業
年
限

ハ
一
ケ
年
ト
ス

第
四
條
豫
科
卒
業
ノ
上
試
瞼
ヲ
行
ヒ
音
榮
二
特
別
ノ
才
能
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ

専
修
部

二
入
ラ
シ

メ
＿
音
楽
赦
員
二
適
嘗
ナ

ル
モ
ノ
ハ
師
範
部

二
入
ラ
シ
ム
ベ

但
何
レ
ノ
學
部
ニ
モ
入
學
許
可
ヲ
典
へ
難
キ
モ

ノ
ハ
此
際
退
學
セ
シ
メ
又

ハ
選
科
二
轄
ゼ
シ
ム
ル
コ

ト
ア
ル
ベ
シ

第
五
條
師
範
部
ぐ
音
楽
教
員
タ

ル
ベ
キ
學
科
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其

修
業
年
限
ハ
ニ
ケ
年
ト
シ
之
ヲ
分
チ
テ
ニ
學
級
ト
ス

第
六
條
専
修
部
ハ
各
科
専
門
ノ
＿
音
楽
ヲ
修
メ
シ

ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
修
業
年

限
ハ
三
ケ
年
ト
シ
之
ヲ
分
チ
テ
三
學
級
ト
ス

各
生
徒
ノ
學
部
及
専
門
科
ヲ
定
ム

ル
ハ
本
校
ノ
指
示
二
従
フ
ベ
キ
モ

第
八
條
本
校
生
徒
ハ
各
自
ノ
志
願

二
係
ル
者
卜
各
府
縣
顧
若
ク

ハ
諸
學
校
ノ

特
選
二
係
ル
者
ト
ノ
ニ
種
ト
ス

第
九
條
本
校
生
徒
タ
ル
ヲ
得
ベ
キ
者
ハ
男
女
ヲ
論
ゼ
ズ
満
十
四
年
以
上
二
十

年
以
下
ニ
シ
テ
品
行
端
正
ノ
證
明
ヲ
具
へ
且
各
自
志
願
二
係
ル
モ
ノ
ハ
父
兄

若
ク
ハ
親
戚
ヨ
リ
各
府
縣
顧
諸
學
校
ノ
特
選
二
係
ル

モ
ノ
ハ
常
該
官
顧
諸
學

校
ョ
リ
修
業
中
ノ
費
用
其
他
學
習
上
一
切
差
支
ナ
キ
保
證
状
ヲ
出
シ
入
學
試

験

二
及
第
ス
ル
者
タ
ル

ベ
シ

ノ
ト
ス

第
七
條

シ
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第
一
條

第
三
條

第

三

學

年

、
學
期
、
休
業

學
年

ハ
九
月
十
一
日
二
始
リ
翌
年
七
月
十
日
二

終
ル

學
年
ヲ
分
チ
テ
三
學
期
ト
シ
第

一
期
ハ
學
年
ノ
始
ョ
リ
十
二
月
廿
四

日
二
至
リ
第
二
期
ハ
翌
年

一
月
八
日
ョ
リ
三
月
三
十
一
日
二

至
リ
第
三
期

ハ

四
月
八
日
ヨ
リ
學
年
ノ
終
二
至

ル

年
中
休
業
日
左
ノ
如
シ毎

週
秋
分
日

十
月
十
七
日

第

一
條

第
二
條

第

十
一
月
三
日

二
月
十
一
日

日
曜
日

秋
季
皇
震
祭

誹
嘗
祭

天
長
節

新
嘗
祭

冬
期
休
業

孝
明
天
皇
祭

紀
元
節

春

季

皇

震

祭

春

分

日

第

二

學

期

後

休

業

亭

琵

汀

夏
期
休
業

疇

肛

丑

厨

噸

-73
リ

第
四
條
授
業
時
間
ハ
毎
週
三
十
時
間
ト
ス

第

四

入

學

、
在
學
、
退
學

入
學
ノ
期
ハ
毎
年
一
回
ニ
シ
テ
其
學
年
ノ
始
二
於
テ
ス

十
一
月
廿
三
日

十
二
月
廿
五
日
ヨ

リ

翌
年

一
月
七
日
マ
デ

一
月
三
十
日

學
科
課
程

〔本
節
二
項

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
に
別
記
〕

現
住
所
何
々

右
之
者
従
来
之
行
吠
二
開
‘
ソ
不
都
合
ノ
廉
無
之
侯
條
拙
者
證
人
二
相
立
致

保
證
候
也

年

月

日

學

第
二
條
入
學
志
願
者
ハ
左

二
掲
ク
ル
科
目
二
合
格
ス
ル
者
タ
ル
ヘ
シ
選
科
ヨ

リ
正
科
二
轄
ス
ル
者
モ
亦
同
シ

入
學
試
瞼
科
目

骰
格
身
饒
健
康

學
力

高
等
小
學
校
卒
業
以
上
若
ク
ハ
之
卜
同
等
ノ
學
力

唱
歌
唱
歌
集
初
編
卒
業
以
上

英

語

綴

字

、
讀
法
、
文
法
ノ
類

第
三
條

入
學
志
願
者
ハ
左
ノ
書
式
二
捩
リ
入
學
願
書
履
歴
書
及
學
習
保
證
状

ヲ
本
校
へ

差
出
ス
ベ
シ

第
一
琥

入
學
願
書
式
（
用
紙
美
濃
）

入

願

私
條
音
楽
修
業
志
願

二
付
入
學
御
許
可
被
下
度
依
テ
履
歴
書
及
學
習
保
證

状
相
添
此
段
相
願
侯
也

何
麟
何
國
何
芦
何
加
何
番
地

族
籍何

某
子
女
兄
弟
姉
妹
或
ハ
戸
主

本

人

姓

名

印

何
年
何
月
日
生

東
京
府
何
匿
何
町
何
番
地
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年 右之通 何年月 何年月 々 何年月 何月 何年月

履

候有之也 現今リ 何年月リ 事故 ノ 々 々
歴

マ ノヽ 以ヲ誰二 々

ニデ日 何某テ就 書

閥ルス 又何學， 何マデ 従ニヒ 廃退學

モ ノ、 何又

ノ 何藝 々 ハ 胃
アレニ 修ヲ何學

本

ヲ何虞従事 ハ々塁
人

齢何悶現 生年 姓

記入ベスシ 職就云二 云々 何等級卒業― 修何何年メヲ 何 名

ヶ 月

々ェ 月日

第
二
琥

履
歴
書
式
（
用
紙
同
上
）

東
京
昔
榮
學
校御

中

年

月

日

族
籍

證

人

姓

名

印

第
四
條

入
學
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
左
ノ
書
式
二
撼
リ
入
學
證
書
ヲ
出
ス
ベ
シ

第
四
琥

入
學
證
書
式
（
用
紙
同
上
）

入

學

證

書

私
儀
今
般
音
楽
修
業
志
願
ヲ
以
テ
御
校
へ
入
學
御
許
可
相
成
候

二
就
テ

ハ

諸
規
則
等
堅
ク
相
守
専
心
勤
學
可
仕
此
段
相
誓
候
也

何
麟
何
國
何
芦
何
桐
何
番
地

現
住
所
何
々

族
籍

姓

名生
年
月
日

右
何
某
在
學
中

一
切
ノ
事
件
ハ
私
共
負
撥
シ
且
學
習
上
一
切
差
支
無
之
様

年

月

日

印

年
此
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第
三
琥

學
習
保
證
状
書
式
（
用
紙
同
上
）
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保

證

書

酋
保

證

人

姓

東
京
昔
榮
學
校
長
何
某
殿

尚
向
後
轄
居
改
印
等
致
候
節
ハ
速
二
御
届
書
可
差
出
侯
也

第
五
條
生
徒
ノ
證
人
ハ
丁
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
相
嘗
ノ
資
産
ヲ
有
シ
一
名

ハ
其
父
兄
親
戚
尚

一
名
ハ
府
内
二
住
居
シ
テ
一

家
計
ヲ
立
テ
身
元
ノ
正
確
ナ

ル
者
タ

ル
ベ
シ

但
證
人
資
産
ノ
證
明
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第

六

條

保

證
人
ノ
内
死
去
若
ク

ハ
他
府
縣
へ
韓
居
若
ク
ハ
其
他
ノ
事
故
ア
リ

テ
證
人
ヲ
菱
更
ス
ル
ト
キ
ハ
其
届
書

二
保
證
書
ヲ
添
へ
其
旨
速
二
届
出
ベ
シ

第

七

條

保

證
人

一
ヶ
月
以
上
ノ
旅
行
ヲ
為
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
代
理
人
ヲ
立
テ

出
稜
及
蹄
京
共
速
二
其
旨
ヲ
届
出
ッ
ベ
シ

第
五
琥

保
證
書
式
（
用
紙
同
上
）

右
何
某
父
兄
又
ハ
何
親
戚

年

月

日

可
仕
候
乃
チ
證
書
如
此
候
也

住
所

族
籍

證
人

姓

住
所

族
籍

證
人

姓

名
名生

年
月
日 印

名生
年
月
日 印

第

東
京
＿
音
楽
學
校
長
何
某
殿

尚
向
後
轄
居
改
印
等
致
候
節
ハ
速
二
御
届
書
可
差
出
候
也

第
八
條
生
徒
ハ
左
ノ
諸
項
ヲ
堅
ク
相
守
ル
ベ
シ

第
一
生
徒
就
學
中
校
則
及
告
諭
等
相
守
ル
ベ
キ
ハ
云
フ
ニ
及
バ
ズ
家
庭

二

在
リ
テ
モ
其
進
退
拳
動
ヲ
謹
ミ
品
行
卜
學
藝
ト
ヲ
共
二
進
修
ス
ル

ヲ
務
卜

ス
ベ
シ
其
校
内
校
外
二
在
ル
ヲ
問
ハ
ズ
若
シ
此
二
背
戻
シ
テ
怠
惰
不
品
行

ナ
ル
者
ハ
退
校
其
他
相
営
ノ
罰
責
ヲ
免
レ
ザ
ル
ベ
シ

第
二
生
徒
疾
病
其
他
事
故
ア
リ
テ
一
日
鋏
課
ス
ル
ト
キ
ハ
嘗
日
乃
至
翌
日

中
二
保
證
人
若
ク
ハ
父
兄
ヨ
リ
其
旨
届
出
ッ
ベ
シ
ニ
日
以
上
鋏
課
ス
ル
ト

キ
ハ
其
事
由
及
ビ
日
敷
ヲ
詳
記
シ
届
出
ツ
ベ
シ
若
シ
疾
病
七
日
以
上
二
及

ブ
ト
キ
ハ
啓
證
ヲ
添
テ
其
旨
届
出
ツ
ヘ
シ

生
徒
本
校
在
學
中
ハ
何
レ
ノ
場
所
ヲ
問
ハ
ズ
校
外
二
在
テ
其
學
藝
ヲ

住
所

族
籍

右
何
某
父
兄
又
ハ
何
親
戚
姓

年

月

日

住
所

族
籍

姓

名生
年
月
日 印

名生
年
月
日 印

右
生
徒
何
某
ノ
保
證
人
二
相
立
居
候
虞
何
々
ノ
事
故
二
由
リ
拙
者
引
繊
キ

保
證
人
二
相
立
在
學
中
ノ
事
件
ハ
一
切
私
共
負
据
シ
且
學
習
上
一
切
差
支

無
之
様
可
仕
候
依
テ
證
書
如
此
候
也
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第
四
條
選
科
生
ハ
在
學
期
限
ヲ
定
メ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
一

學
年
以
上
在
學
シ
試

験
合
格
ノ
者

ニ
ハ

願

二
依
リ
退
學
ノ
際
修
業
證
明
状
ヲ
付
典
ス
ベ
シ

第
五
條
選
科
生
授
業
料
ハ
一
ヶ
月
金
壺
園
以
上
三
園
以
下
ト
ス

第
六
條
選
科
生
ハ
特
二
該
生
徒
ノ
為
メ
ニ
設
ル
所
ノ
規
則
ノ
外
ハ
渾
テ
正
科

ク
ベ
シ

他
人
J
前
二
演
ズ
ル
ヲ
許
サ
ズ

但
特
二

學
校
長
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
四
生
徒
本
校
二
在
リ
テ
學
習
ス
ル
所
ヲ
校
外
二
於
テ
更
二
餘
人
二
就
テ

學
習
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

第
五
生
徒
在
學
中
校
外
二
在
リ
テ
他
人
二
教
授
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

第
六
本
校
ノ
書
器
ヲ
汚
染
毀
損
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
辮
償
セ
シ
ム

第
七
轄
居
改
印
等
其
他
身
上
二
異
動
ア
ル
ト
キ
ハ
其
旨
速
二
届
出
ベ
シ

第
九
條
學
業
不
進
歩
ニ
シ
テ
成
業
ノ
目
途
ナ
キ
モ
ノ
敷
度
規
則
ヲ
犯
シ
告
諭

二
背
ク
モ
ノ
等
ハ
退
學
ヲ
命
ズ
ベ
シ

第
十
條
生
徒
疾
病
二
罹
リ
若
ク
ハ
其
他
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ア
ル
ニ
非
レ
バ

半
途
退
學

ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

第

五

選

科

第
一
條
洋
琴
、
風
琴
、
バ
イ
オ
リ
ン
、
唱
歌
ノ
中
特
ニ
―
科
目
若
ク
ハ
ニ
三

科
目
ヲ
選
ビ
テ
學
習
セ

ン
ト
欲
シ
入
學
ヲ
願
出
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
試
瞼
ノ
上

選
科
生
ト
シ
テ
入
學
ヲ
許
ス

第
二
條
選
科
生
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ズ
年
齢
満
九
年
以
上
ニ
シ
テ
所
選
ノ
科
目
ヲ

學
修

ス
ル
ニ
堪
フ
ル
ト
認
ル
者
二

限
ル
ベ
シ

第
三
條
選
科
生
ハ
所
選
ノ
科
目
二
就
テ
正
科
生
卜
同
シ
ク
課
業
及
試
業
ヲ
受

生
卜
同
シ
ク
之
ヲ
遵
守

ス
ベ
シ

第

六

研

究

科

専
修
部
卒
業
生

ニ
シ
テ
猶
其
學
術
ヲ
精
究
セ
ン
ト
欲
シ
研
究
生
タ
ラ

ン
コ
ト
ヲ
願
出
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

研
究
生
ノ
研
究
期
限
ハ
ニ
ケ
年
ヲ
以
テ
一
期
ト
ス

研
究
生
ハ
保
證
人
ヲ
要
セ
ズ
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ズ

研
究
生
ハ
賓
地
研
究
ノ
為
メ
時
々
本
校
ノ
授
業
ヲ
補
助
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ア
ル
ベ
シ

但
此
場
合

二
於
テ
ハ
授
業
補
助
時
間
ノ
多
少
ー
ー
ヨ
リ
相
嘗
ノ
手
常
金
ヲ
給

興
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
五
條
研
究
生
ハ
文
部
省
直
轄
學
校
若
ク
ハ
他
官
頴
ノ
依
頼
ー
ー
ヨ
リ
其
學
校

等
二
派
出
シ
テ
授
業
ヲ
賓
修
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
六
條
研
究
科
ニ
ケ
年
以
上
ヲ
経
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
本
校
教
員
ノ
選
畢

二
営
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
條
研
究
生
ハ
特

二
該
生
徒
ノ
為
二
設
ル
所
ノ
規
則
ノ
外
ハ
渾
テ
正
科
生

ト
同
ジ
ク
之
ヲ
遵
守
ス
ベ
シ

試
業
及
卒
業
證
書

第

一
條
試
業
ヲ
分
チ
テ
定
時
試
業
及
臨
時
試
業
ノ
ニ
種
ト
ス
定
時
試
業
ハ
毎

學
期
ノ
末
二
施
行
シ
臨
時
試
業
ハ
各
赦
員
ノ
見
込
ニ
ヨ
リ
一

學
期
内
二
度
以

上
六
度
以
下
臨
時

―
―
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
條
生
徒
平
素
ノ
品
行
ハ
赦
員
會
議

二
於
テ
其
良
否
ヲ
判
定
ス

第
三
條
定
時
及
臨
時
試
業
ノ
評
貼
ハ
各
科
目
一
百
ヲ
以
テ
最
高
貼
ト
ス

第
二
條

第
三
條

第
四
條

第
一
條

第
七
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第
四
條
各
生
徒
一
學
期
間
一
科
目
ノ
評
貼
ハ
其
學
期
中
臨
時
試
業
ノ
評
貼
平

均
敷
二
其
定
時
試
業
ノ
評
貼
ヲ
加
ヘ
テ
之
ヲ
ニ
分
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
條
各
生
徒
ノ
一
學
年
間
一
科
目
ノ
評
貼
ハ
三
學
期
ノ
得
貼
ヲ
合
計
シ
之

ヲ
三
分
シ

タ
ル

モ
ノ
ト
ス

但
一
科
目
ノ
授
業
一
學
期
二
止
ル
モ
ノ
ハ
其
得
黙
ヲ
以
テ
學
年
評
貼
ト
ス

第
六
條
各
生
徒
一
學
期
間
學
習
セ
ル
全
科
目
ノ
評
貼
ハ
其
穂
科
目
ノ
評
貼
ヲ

平
均
シ
テ
之
ヲ
定
メ
以
テ
其
席
順
ヲ
進
退
シ
且
及
第
卜
落
第
ト
ヲ
定
ム
ル
モ

學
年
評
貼
ハ
全
科
目
ノ
評
貼
敷
五
十
貼
未
満
ノ
者
若
ク

ハ
其
五
十
貼

以
上
二
至
ル
モ
一
科
目
ノ
評
貼
三
十
貼
未
満
ノ
者
ハ
落
第
ト
ス
ニ
科
目
以
上

三
十
黙
未
満
ノ
者
及
再
度
落
第

ス
ル
者
ハ
退
校
ヲ
命
ズ
ベ
シ

但
臨
時
及
定
時
ノ
試
業
成
績
全
科
目
ノ
評
貼
敷
六
十
貼
以
上
二
及
ブ
者
ハ

此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
八
條
凡
ソ
試
業
二
欠
席
ス
ル
者
ハ
渾
テ
零
貼
ヲ
典
フ
ル

モ
ノ
ト
ス
但
止
ム

ヲ
得
ザ
ル
事
情
ア
リ
テ
其
證
判
明
ナ
ル
者
ハ
詮
議
ノ
上
次
學
期
若
ク

ハ
次
學

年
ノ
始
業
後
二
週
間
以
内
二
於
テ
追
試
業
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
九
條
學
藝
品
行
共
二
特
二
優
等

ニ
シ
テ
後
来
大
成
ス
ベ

キ
見
込
ア
ル
モ
ノ

ハ
特
待
生
ト
ナ
シ
ー

學
期
若
ク
ハ

一
學
年
間
ノ
授
業
科
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア

ル
ベ
シ

第
十
條
成
規
ノ
試
業
ヲ
経
所
定
ノ
學
科
ヲ
完
了
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
卒
業
證
書

ヲ
付
典
ス
ベ
シ

但
シ
専
修
部
卒
業
生
中
優
等
ノ
者

ニ
ハ
卒
業
證
書
ノ
外
猶
第

一
等
若
ク
ハ

第
二
等
ノ
賞
状
ヲ
付
典
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ベ

シ

豫
科
修
業
證
書
式
（
用
紙
鳥
子
）

第
七
條

ノ
ト
ス

第
十
一
條
生
徒
在
學
中
ノ
人
物
ヲ
査
定
シ
優
等
及
尋
常
ノ
ニ
種
ト
シ
卒
業
ノ

際
其
證
書
ヲ
付
典
ス

第
一
條

付
ス
ベ
シ

第
二
條

琥 何 第 琥 何 第

テ右

年月 能i業 含ハ i 胄
H 卒ヲ 修専師範 卒業

初フ 部所定 證

プ•ノ 書

之證ヲス 術科學全

修ヲ 族籍

成規メ 姓

ノ 生悶

シ

師
範
部
及
専
修
部
卒
業
證
書
式
（
用
紙
同
上
）

授
業
料

第
八

授
業
料
ハ
一
ヶ
月
金
壷
園
ト
シ
毎
月
十
五
日
限
リ
本
校
會
計
員

二
納

夏
期
休
業
ノ
七
八
雨
月
分
及
本
校
ノ
都
合

ニ
ョ
リ
三
十
日
以
上
休
業

ス
ル
ト
キ
ハ
其
分
ノ
授
業
料
ヲ
徴
セ
ズ
但
生
徒
ノ
都
合
ニ
ョ
リ
歓
席
三
十
日

右
ハ
本
校
所
定
ノ
豫
科
ヲ
履
修
セ
リ
勿
テ
之
ヲ
證
ス

年

月

日

東
京
音
楽
學
校

一
校
印
＿

生
年
月
日

豫
科
修
業
證
明
書

族
籍

姓

名
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以
上
二
及
ブ
者
及
一
ヶ
月
未
満
ニ
シ
テ
退
學
ス
ル

モ
ノ
ア
ル
モ
其
月
ノ
授
業

料
ヲ
徴
ス

第
三
條
定
日
二
於
テ
授
業
料
ヲ
納
付
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
未
納
中
停
學

ヲ
命
シ
之
ヲ
保
證
人
ヨ
リ
徴
牧
ス

明
治
二
十
五
年
！
二
十
六
年

四
月
十
五
日
、
文
部
省
専
門
普
通
両
学
務
局
長
よ
り
本
校
特
選
生
募
集
に
つ
い
て

道
庁
府
県
に
照
会
が
あ
り
、
三
十
日
、
特
選
生
の
年
齢
に
関
す
る
通
牒
が
追
加
さ
れ

た
。
九
月
に
は
こ
れ
に
応
じ
て
推
薦
さ
れ
た
十
二
名
が
仮
入
学
を
許
可
さ
れ
た
。

東
京
＿
音
楽
學
校
生
徒
募
集
ノ
儀
二

開
シ
専
普
雨
學
務
局

長
ョ
リ
各
府
縣
へ
通
牒
（
巴
匹
戸
咋
）

音
楽
唱
歌
ハ
普
通
赦
育
上
必
要
ナ
ル
一
科
目
ト
シ
テ
小
學
校
中
學
校
師
範
學

校
二
於
テ
追
々
之
ヲ
課
ス
ル
様
相
成
候
へ
共
相
嘗
ノ
技
能
ヲ
具
へ
授
業
ノ
方
法

等
二
通
ス
ル
ノ
赦
員
ハ
目
下
欠
乏
ノ
姿
二
候
ヘ
ハ
之
ヲ
養
成
ス
ル
ハ
緊
要
ノ
儀

卜
存
候
抑
モ
＿
音
楽
唱
歌
ハ
一
種
ノ
技
藝
二
屡
ス
ル

モ
ノ
ナ
レ
ハ
一
般
ノ
赦
員
ハ

勿
論
尋
常
師
範
學
校
卒
業
生
二
於
テ
モ
悉
ク
此
駆
ヲ
具
ヘ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
事
賓

ニ
於
テ
困
難
ナ
ル
儀
二
有
之
隧
テ
＿
音
楽
唱
歌
ノ
為
メ
ニ
自
然
専
科
ノ
教
員
ヲ
要

ス
ル
ノ
場
合
ナ
キ

ニ
ア
ラ
ス
又
大
ナ
ル
高
等
小
學
校
等
二
於
テ
ハ
唱
歌
教
授
時

間
ノ
合
計
十
敷
時
二
渉
ル
モ
ノ
少
シ
ト
セ
サ
レ
ハ
一
人
ノ
専
科
教
員
ヲ
任
用
ス

ル
モ
経
涜
上
不
都
合
有
之
間
敷
卜
存
候
尤
モ
一
音
楽
唱
歌
ヲ
教
授
ス
ル
モ
他
ノ
諸

學
科
卜
連
絡
ヲ
保
チ
互
二
相
補
盆
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ノ
十
分
ナ
ラ
サ
ル
カ
為
メ
員

ニ
普
通
教
育
ノ
旨
趣
ヲ
逹
ス
ル
コ

ト
能
ハ
サ
ル
ヤ
ノ
憾
ナ
キ
能
ハ
ス
故
二
成
ル

ヘ
ク
赦
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
若
ク
ハ
教
授
上
経
験
ア
ル

モ
ノ
ヽ
中
其
技
能

ニ
長
ス
ル

モ
ノ
ヲ
撰
ヒ
地
方
ノ
公
費
又
ハ
其
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
學
資
ヲ
給
シ
若

ク
ハ
學
資
ノ
幾
分
ヲ
補
助
シ
東
京
＿
音
楽
學
校
二
在
學
セ
シ
メ
卒
業
ノ
上
音
楽
唱

歌
ノ
教
員

二
充
テ
以
テ
将
来
普
通
教
育
上
昔
榮
唱
歌
ヲ
シ
テ
慎
正
ノ
債
値
ヲ
保

タ
シ
ム
ル
ハ
頗
ル
緊
要
ノ
儀
卜
存
候
右
ノ
目
的
ヲ
逹
セ
ン
カ
為
メ
東
京
昔
榮
學

校
二
於
テ
ハ
生
徒
ノ
一
部
二
特
選
生
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
置
キ
天
稟
ノ
＿
音
楽
二
適
ス
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
将
来
地
方
二
於
テ
小
學
校
尋
常
中
學
校
及
尋
常
師
範
學
校
等
ノ
教

員
タ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
見
込
ア
ル

モ
ノ
ヲ
地
方
顧
若
ク
ハ
學
校
等
ノ
特
選
ヲ
以
テ
入

學
セ
シ
ム
ル
規
程
ヲ
設
ケ
本
年
モ
来
九
月
中
募
集
可
致
候
條
貴
道
麗
（
府
縣
）

ニ
於
テ
モ
成
ル
ヘ

ク
右
特
選
生
ヲ
祇
出
セ
ラ
レ
候
様
御
計
璽
相
成
度
致
希
落
候

右
入
學
在
學
等
二
開
ス
ル
諸
項
ハ
豫
テ
同
校
ョ
リ
及
御
送
付
置
候
規
則
書
及
別

記
條
項
ヲ
参
考
セ
ラ

レ
来
六
月
三
十
日
ヲ
期
シ
特
選
生
祇
出
ノ
有
無
御
回
答
有

之
度
此
段
及
御
照
會
候
也

別

記

東
京
＿
音
楽
學
校
規
則
第
一
章

第
八
條
本
校
生
徒
ハ
各
自
ノ
志
願
二
係
ル

モ
ノ
ト
各
府
縣
顧
若
ク
ハ
諸

學
校
ノ
特
選
二
係
ル

モ
ノ
ト
ノ

ニ
種
ト
ス

第
九
條
本
校
生
徒
タ
ル
ヲ
得
ヘ

キ
モ

ノ
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ス
満
十
四
年
以

上
二
十
年
以
下
ニ
シ
テ
品
行
端
正
ノ
證
明
ヲ
具
へ
且
各
自
志
願
二
係
ル

モ
ノ
ハ
父
兄
若
ク
ハ
親
戚

ョ
リ
各
府
縣
罷
諸
學
校
ノ
特
選
二
係
ル

モ
ノ

ハ
営
該
官
顧
諸
學
校

ョ
リ
修
業
中
ノ
費
用
其
他
學
習
上
一
切
差
支
ナ
キ

保
證
状
ヲ
出
シ
入
學
試
験
二
及
第
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ

修
業
年
限

営
該
生
徒
＿
音
榮
上
ノ
學
カ
ニ
ヨ
リ
ニ
年
乃
至
四
年
ト
ス
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小
學
校
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
若
ク
ハ
尋
常
中
學
校
卒
業
生
ハ
＿
音
楽

科
ノ
ミ
ヲ
授
ケ
ニ
箇
年
間
ヲ
以
テ
卒
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

入
學
者
ノ
學
力

高
等
小
學
校
卒
業
以
上
若
ク
ハ
之
卜
同
等
ノ
學
カ
ヲ
具
へ

小
學
唱
歌
集

初
編
卒
業
以
上
ノ
者

右
地
方
長
官
二
於
テ
適
嘗
卜
認
定
シ
タ
ル
者
ハ
試
験
ヲ
要
セ
ス
直
二
椴
入
學

ヲ
許
ス
ヘ
シ

學
資修

業
月
費
凡
金
六
七
圏
内
外
ノ
見
込
但
授
業
料
共

生
徒
ハ
穂
テ
通
學
ト
ス

生
徒
修
業
上
校
舎
内
二
於
テ
用
フ
ル
必
要
ノ
楽
器
ハ
貸
附

ス
ヘ
シ

特
選
生
ノ
年
齢
二
開
シ
通
牒
（
明
治
廿
五
年
四
月
三
十
日
）

本
月
十
五
日
普
甲
七
八
六
琥
ヲ
以
テ
東
京
音
楽
學
校
生
徒
募
集
ノ
儀
二
開
シ

及
御
照
會
置
候
別
記
第
一
項
二
該
校
ノ
生
徒
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
者
ハ
其
年
齢
十
四

年
以
上
廿
年
以
下
卜
有
之
候
慮
赦
員
免
許
状
ヲ
有
シ
若
ク
ハ
数
育
上
経
瞼
ア
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
生
来
―
音
楽
ノ
技
能
ヲ
具
へ
成
業
ノ
目
途
確
賓
ナ
リ
ト
認
定
セ
ラ

ル

ヽ
者
ア

ル
ト
キ

ハ
ニ
十
年
以
上
卜
雖
モ
特
二
入
學
ヲ
許
ス

コ
ト
可
有
之
儀
卜
御

承
知
相
成
度
此
段
及
御
通
牒
候
也

こ
の
制
度
は
三
十
三
年
九
月
一
日
の
規
則
改
正
の
さ
い
廃
止
さ
れ
た
が
、
実
質
的

に
は
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
よ
う
な
形
で

乙
種
師
範
科
が
生
れ
た
。

な
お
参
考
の
た
め
、
こ
の
特
選
生
の
実
際
に
関
す
る
報
告
を
、
そ
の
後
の
『
東
京

昔
楽
學
校
學
事
年
報
』
の
中
か
ら
い
く
つ
か
挙
げ
て
お

こ
う
。

〔『
明
治
二
十
六
年
度
學
事
年
報
』
よ
り
〕

學
年
ノ
始
メ
募
集

二
應
シ
道
顧
府
縣
長
官
ノ
撰
抜
ニ

ヨ
リ
派
遣
セ
ラ
レ
恨
入

學
ヲ
許
シ
タ
ル
特
選
生
ノ
内
學
藝
共

二
優
等

ニ
シ
テ
尋
常
師
範
學
校
卒
業
及
之

ト
同
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
七
名
ヲ
撰
揮
シ
本
科
師
範
部
一
等
級
へ
編
入
シ
其
他

ハ

豫
科
二
編
入
セ
リ

〔
『
明
治
二
十
八
年
度
學
事
年
報
』
よ
り
〕

〔
マ
マ
〕

明
治
二
十
五
年
九
月
北
海
道
顧
長
官
其
他
ノ
縣
知
事
ヨ
リ
薦
選
シ
特
選
生
ト

シ
テ
入
學
ヲ
許
可
シ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
内
師
範
部
生
徒
五
名
ハ
本
年
三
月
所
定
ノ
學

術
分
科
ヲ
履
修
シ
タ
ル
ニ
ョ
リ
経
伺
ノ
上
特
二
椴
卒
業
證
書
ヲ
授
典
セ
リ

〔
『
明
治
二
十
九
年
度
學
事
年
報
』
よ
り
〕

九
月
上
旬
生
徒
ヲ
募
集
シ
競
争
試
験
ノ
上
若
干
名
ヲ
入
學
セ
シ
メ
明
治
廿
五

年
文
部
省
専
門
普
通
雨
學
務
局
長
ヨ
リ
本
校
生
徒
募
集
二
関
ス
ル
地
方
長
官
ヘ

照
會
ノ
趣
旨
二
捩
リ
京
都
岐
阜
及
岡
山
等
ノ
府
縣
知
事
ハ
尋
常
師
範
學
校
卒
業

生
若
干
名
ヲ
選
抜
シ
テ
派
遣
セ
リ
其
特
選
生
ハ
皆
相
嘗
ノ
學
カ
ア
ル
モ
ノ
ト
認

メ
無
試
瞼
ニ
テ
豫
科
へ
瑕
入
學
ヲ
許
可
セ
リ

〔
『
明
治
三
十
年
度
學
事
年
報
』

よ
り
〕

本
學
年
ノ
始
メ
入
學
志
羞
者
ヲ
募
集
シ
ニ
回
競
争
試
瞼
ヲ
行
フ
此
試
瞼
二
合

格
シ
タ
ル
者
ハ
第
一
回
二
八
名
第
二
回
ニ
ハ
僅
一
名
二
過
キ
ス
其
他
臨
時
試
験

合
格
者
一
名
ア
リ
タ
リ
又
本
校
規
則
第
八
條
第
九
條
及
明
治
二
十
五
年
文
部
省

専
門
普
通
雨
學
務
局
長
ヨ
リ
生
徒
募
集

二
閥
シ
地
方
長
官
へ

照
會
シ
タ
ル
趣
旨

ニ
ョ

リ
埼
玉
山
梨
及
奈
良
縣
知
事
ノ
特
選

二
係
ル
尋
常
師
範
學
校
卒
業
生
小
學

校
赦
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
等
ノ
内
二
名
ハ
相
営
ノ
學
カ
ア
リ
ト
認
メ
無
試

瞼
ニ
テ
候
入
學
ヲ
許
シ
一
學
期
間
ノ
成
績
ニ
ヨ
リ
本
科
或
ハ
豫
科
二
編
入
ス
ル

コ
ト
ト
シ
其
他
ノ
モ
ノ

ハ
學
力
不
充
分
卜
認
メ
競
季
試
験
二

附
シ
タ
リ
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シ 明
治
二
十
六
年
？
二
十
七
年

六
月
二
十
九
日
に
発
せ
ら
れ
た
勅
令
第
六
十
二
号
に
よ
り
、
東
京
音
楽
学
校
は
九

月
一
日
よ
り
高
等
師
範
学
校
附
属
音
楽
学
校
と
な
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
「
三
月
賓
際

ノ
授
業
時
間
ヲ
増
ス
ノ
必
要
ヲ
感
シ
規
則
第
六
章
中
試
業
規
程
ヲ
改
正
シ
同
年
六
月

生
徒
疾
病
二
罹
リ
敷
ケ
月
間
修
學
シ
能
ハ
ザ
ル

モ
ノ
ヽ
為
メ
ニ

休
學
規
程
ヲ
設
ク
」

（
こ
の
年
度
の
『

一
覧
』
の
該
当
箇
所
欠
落
の
た
め

『
高
等
師
範
學
校
附
局
―
音
楽
學

校
一
覧
従
明
治
廿
七
年
至
明
治
廿
八
年
』
十
六
頁
参
照
）
と
い
う
趣
旨
に
沿
っ
て

規
則
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
規
則
中
に
成
文
化
さ
れ
た
の
は
二
十
六
年

度
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
年
の
変
更
に
関
し
て
記
し
て
お
く
と
、
「
授
業
料
」
の
項
目
が

こ
れ
ま
で
の
規

則
第
八
か
ら
第
五
に
、
ま
た
「
試
業
及
卒
業
證
書
」
が
第
七
か
ら
第
六
へ
と
そ
れ
ぞ

れ
繰
り
上
が
り
、
そ
の
あ
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
逆
に
「
研
究
科
」
「
選
科
」
の
順
で
続

く
。
そ
し
て
新
た
に
第
九
「
休
學
規
程
」
が
付
加
さ
れ
る
。

第

一

穂

則

第
一
條
本
校
ハ
汎
ク
昔
榮
専
門
ノ
教
育
ヲ
施
シ
善
良
ナ
ル
＿
音
楽
教
員
及
＿
音
榮

師
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス

第
二
條
本
校
ノ
學
科
ハ
大
別
シ
テ
豫
科
本
科
ト
ス
本
科
ヲ
分
チ
テ
師
範
部
及

専
修
部
ノ
ニ
部
ト
ス

第

三

條

豫

科

2
音
榮
普
通
ノ
學
科
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
修
業
年
限

ハ
一
ケ
年
ト
ス

第
四
條
豫
科
卒
業
ノ
上
試
瞼
ヲ
行
ヒ
＿
音
榮
二
特
別
ノ
才
能
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ

専
修
部
二
入
ラ
シ
メ
＿
音
榮
赦
員
二
適
営
ナ
ル
モ
ノ
ハ
師
範
部
二
入
ラ
シ
ム
へ

但
何
レ
ノ
學
部
ニ
モ
入
學
許
可
ヲ
典
へ
難
キ
モ
ノ
ハ
此
際
退
學
セ
シ
メ
又

ハ
選
科
二
轄
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

日
曜
日

第
五
條
師
範
部
ハ
＿
音
榮
赦
員
タ

ル
ヘ
キ
學
科
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其

修
業
年
限
ハ
ニ
ケ
年
ト
シ
之
ヲ
分
チ
テ
ニ
學
級
ト
ス

第
六
條
専
修
部
ハ
各
科
専
門
ノ
ー
音
楽
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
モ
ノ

ー
ー
シ
テ
其
修
業
年

限
ハ
三
ケ
年
ト
シ
之
ヲ
分
チ
テ
三
學
級
ト
ス

各
生
徒
ノ
學
部
及
専
門
科
ヲ
定
ム
ル
ハ
本
校
ノ
指
示
二
従
フ

ヘ
キ
モ

第
八
條
本
校
生
徒
ハ
各
自
ノ
志
願
二
係
ル
モ
ノ
ト
各
府
縣
顧
若
ク
ハ
諸
學
校

ノ
特
選
二
係
ル
者
ト
ノ
ニ
種
ト
ス

第
九
條
本
校
生
徒
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
者
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ス
満
十
四
年
以
上
二
十

年
以
下
ニ
シ
テ
品
行
端
立
ノ
證
明
ヲ
具
へ
且
各
自
志
願
二
係
ル
モ
ノ
ハ
父
兄

若
ク
ハ
親
戚
ヨ
リ
各
府
縣
題
諸
學
校
ノ
特
選
二
係
ル
モ
ノ
ハ
常
該
官
顧
諸
學

校
ョ
リ
修
業
中
ノ
費
用
其
他
學
習
上
一
切
差
支
ナ
キ
保
證
状
ヲ
出
シ
入
學
試

瞼
二
及
第
ス
ル
者
タ
ル
ヘ
シ

第
三
條

第

三

學

年

、
學
期
、
休
業

學
年
ハ
九
月
十

一
日
二
始
リ
翌
年
七
月
十
日
二
終
ル

學
年
ヲ
分
チ
テ
三
學
期
ト
シ
第
一
期
ハ
學
年
ノ
始
ョ
リ
十
二
月
廿
四

日
二
至
リ
第
二
期
ハ
翌
年

一
月
八
日
ョ
リ
三
月
三
十
一
日
二
至
リ
第
三
期
ハ

四
月
八
日
ヨ
リ
學
年
ノ
終
二
至
ル

年
中
休
業
日
左
ノ
如
シ毎

週

第

一
條

第
二
條

〔本
節
二
項

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
に
別
記
〕

ノ
ト
ス

第
七
條

第

二

學

科

課

程
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入
學
、
在
學
、
退
學

第
一
條
入
學
ノ
期
ハ
毎
年
一
回
ニ
シ
テ
其
學
年
ノ
始
二
於
テ
ス

第
二
條
入
學
志
願
者
ハ
左
二
掲
グ
ル
科
目
二
合
格
ス
ル
者
タ
ル
ヘ
シ
選
科
ヨ

リ
正
科
二
轄
ス
ル
者
モ
亦
同
ジ

入
學
試
験
科
目

髄

格

身

罷

健

康

學

力

高

等

小
學
校
卒
業
以
上
若
ク
ハ
之
卜
同
等
ノ
學
力

唱
歌
唱
歌
集
初
編
卒
業
以
上

英
語
綴
字
、

讀
法
、
文
法
ノ
類

第
三
條
入
學
志
願
者
ハ
左
ノ
書
式
二
握
リ
入
學
願
書
履
歴
書
及
學
習
保
證
状

ヲ
本
校
へ

差
出
ス
ヘ
シ

第
一
披

第
四

二
月
十
一
日

秋
季
皇
露
祭

紳
嘗
祭

天
長
節

新
嘗
祭

冬
期
休
業

孝
明
天
皇
祭

紀
元
節

春
季
皇
震

祭

春

分
日

第

二

學

期

後

休

業

亭

担

汀

夏
期
休
業

紅
籾
亡
五
汀

第
四
條
授
業
時
間
ハ
毎
週
三
十
時
間
ト

ス

十
一
月
廿
三
日

十
二
月
廿
五
日
ヨ
リ

翌
年
一
月
七
日
マ
デ

一
月
三
十
日

秋
分
日

十
月
十
七
日

十
一
月
三
日

履

歴

書

第
二
琥

履
歴
書
式
（
用
紙
同
上
）

族
籍

本

姓

名

生

年

何

月

日

人
證人姓名

人>
仇

本人姓名［ t >
ヘ

入
學
願
書
式
（
用
紙
美
濃
）

439 第 4節 規則およびカ リキュラムの変遷



印誰

は戚

I ［ 又
i 

第一
二
琥

學
習
保
證
状
書
式
（
用
紙
同
上
）

々

月

日

本
人
生
所
何
々

現
住
所
何
々

父
職
業
何
々

何
年
月
日
何
虞
ノ
誰
二
就
キ
何
學
修
業
何
科
目
或
ハ
何
書
ヲ
修
メ
何
年
何

月
何
々
ノ
事
故
ヲ
以
テ
退
麿
學
又
ハ
何
學
二
轄
ス
云
々

何
年
月
日
何
校
又
ハ
何
某
二
従
ヒ
何
々
ヲ
修
メ
何
期
又
ハ
何
等
級
卒
業
云

現
齢
何
年
何
ヶ
月

何
年
月
日
ョ
リ
何
年
月
日
マ
デ
何
業
経
螢
又
ハ
何
件
二
従
事
云
々

何
年
月
日
ヨ
リ
現
今
マ
デ
何
學
又
ハ
何
幽
二
従
事
又
ハ
何
虞
二
就
職
云
々

自
己
履
歴
中
賞
罰
等
二
閥
ス
ル
モ
ノ
ア
レ
バ
詳
細
之
ヲ
記
入
ス
ヘ
シ

右
之
通
二
有
之
候
也

年

速二

>

闊

>

闘

<乃

>

第
四
條

入
學
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
左
ノ
書
式
二
擦
リ
入
學
證
書
ヲ
出
ス
ベ
シ

第
四
琥

入
學
證
書
式
（
用
紙
同
上
）
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年

月

日

生
年
月
日

住
所族

籍

右

何

某

父

兄

又

ハ

何

親

戚

姓

名

印

保

證

書

姓

名

nμ u卜

生
年
月
日

薔

保

證

人

姓

〔
マ
マ

〕

右
附
属
音
榮
學
校
生
徒
何
某
ノ
保
証
人
二
相
立
居
候
虞
何
々
ノ
事
故
二
由

リ
拙
者
引
織
キ
保
證
人
二
相
立
在
學
中
ノ
事
件
ハ
一
切
私
共
負
摺
シ
且
學

習
上
一
切
差
支
無
之
様
可
仕
候
依
テ
證
書
如
此
候
也

住
所族

籍

名

ヽ

第
五
條
生
徒
ノ
證
人
ハ
丁
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
相
嘗
ノ
資
産
ヲ
有
シ
一
名

ハ
其
父
兄
親
戚
尚
一
名
ハ
府
内
二
住
居
シ
テ
一
家
計
ヲ
立
テ
身
元
ノ
正
確
ナ

ル
者
タ
ル
ヘ
シ

但
證
人
資
産
ノ
證
明
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
六
條
保
證
人
ノ
内
死
去
若
ク
ハ
他
府
縣
へ
轄
居
若
ク
ハ
其
他
ノ
事
故
ア
リ

テ
證
人
ヲ
菱
更
ス
ル
ト
キ
ハ
其
届
書

二
保
證
書
ヲ
添
へ
其
旨
速
二
届
出
ヘ
シ

第
七
條
保
證
人
一
ヶ
月
以
上
ノ
旅
行
ヲ
為
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
代
理
人
ヲ
立
テ

出
痰
及
蹄
京
共
速
二
其
旨
ヲ
届
ツ
ヘ
シ

第
五
琥

保
證
書
式
（
用
紙
同
上
）

高
等
師
範
學
校
長
何
某
殿

尚
向
後
轄
居
改
印
等
致
候
節
ハ
速
二
御
届
書
可
差
出
候
也

第
八
條
生
徒
ハ
左
ノ
諸
項
ヲ
堅
ク
相
守
ル
ベ
シ

第
一
生
徒
就
學
中
校
則
及
告
諭
等
相
守
ル
ベ
キ
ハ
云
フ
ニ
及
バ
ズ
家
庭
二

在
リ
テ
モ
其
進
退
拳
動
ヲ
謹
ミ
品
行
卜
學
藝
ト
ヲ
共
二
進
修
ス
ル
ヲ
務
卜

ス
ベ
シ
其
校
内
校
外
二
在
ル
ヲ
問
ハ
ズ
若
シ
此
二
背
戻
シ
テ
怠
惰
不
品
行

ナ
ル
者
ハ
退
校
其
他
相
嘗
ノ
罰
責
ヲ
免
レ
ザ
ル
ベ
シ

第
二
生
徒
疾
病
其
他
事
故
ア
リ
テ
一
日
鋏
課
ス
ル
ト
キ
ハ
営
日
乃
至
翌
日

中
二
保
證
人
若
ク
ハ
父
兄
ヨ
リ
其
旨
届
出
ヅ
ベ
シ
ニ
日
以
上
鋏
課
ス
ル
ト

キ
ハ
其
事
由
及
ヒ
日
敷
ヲ
詳
記
シ
届
出
ヅ
ベ
シ
若
シ
疾
病
七
日
以
上
二
及

ブ
ト
キ
ハ
馨
證
ヲ
添
テ
其
旨
届
出
ヅ
ベ
シ

第
三
生
徒
本
校
在
學
中
ハ
何
レ
ノ
場
所
ヲ
問
ハ
ズ
校
外
二
在
テ
其
學
駆
ヲ

他
人
ノ
前
二
演
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

但
特
二
學
校
長
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
四
生
徒
本
校
二
在
リ
テ
學
習
ス
ル
所
ヲ
校
外
二
於
テ
更
二
餘
人
二
就
テ

學
習
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

第
五
生
徒
在
學
中
校
外

二
在
リ
テ
他
人
二

教
授
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

第

六

本

校

ノ

書
器
ヲ
汚
染
毀
損
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
辮
償
セ
シ
ム

第
七
轄
居
改
印
等
其
他
身
上
二
異
動
ア
ル
ト
キ
ハ
其
旨
速
二
届
出
ベ
シ

第
九
條
學
業
不
進
歩
ニ
シ
テ
成
業
ノ
目
途
ナ
キ
モ
ノ
敷
度
規
則
ヲ
犯
シ
告
諭

二
背
ク
モ
ノ
等
ハ
退
學
ヲ
命
ス
ベ
シ

第
十
條
生
徒
疾
病
二
罹
リ
若
ク
ハ
其
他
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ア
ル
ニ
非
レ
バ

半
途
退
學
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ
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第
六
條

第
一
條

付
ス
ヘ
シ

第
二
條

授
業
料

第
五

授
業
料
ハ
一
ヶ
月
金
壺
圏
ト
シ
毎
月
十
五
日
限
リ
本
校
會
計
員
二
納

夏
期
休
業
ノ
七
八
雨
月
分
及
本
校
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
三
十
日
以
上
休
業

ス
ル
ト
キ
ハ
其
分
ノ
授
業
料
ヲ
徴
セ
ズ
但
生
徒
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
鋏
席
三
十
日

以
上
二
及
ブ
者
及
一
ヶ
月
未
満
ニ
シ
テ
退
學
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
其
月
ノ
授
業

料
ヲ
徴
牧
ス

第
三
條
定
日
二
於
テ
授
業
料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
未
納
中
停
學

ヲ
命
シ
之
ヲ
保
證
人
ヨ
リ
徴
牧
ス

第
六
試
業
及
卒
業
證
書

第
一
條
試
業
ヲ
分
チ
テ
學
年
試
業
及
臨
時
試
業
ノ
ニ
種
ト
ス
學
年
試
業
ハ
毎

學
年
末

二
施
行
シ
臨
時
試
業
ハ
第
一
學
期
及
第
二
學
期
二
二
回
第
三
學
期

二

一
回
薩
時
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
條
生
徒
平
素
ノ
品
行
ハ
数
員
會
議
二
於
テ
其
良
否
ヲ
判
定

ス

第
三
條
凡
ソ
試
業
ノ
評
黙
ハ
各
科
目
一
百
ヲ
以
テ
最
高
貼
ト
ス

第
四
條
一
科
目
ノ
學
期
評
貼
ハ
該
學
期
中
二
得
タ
ル
臨
時
試
業
評
貼
ノ
練
敷

ヲ
試
業
ノ
度
敷
ヲ
以
テ
除
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
條
磐
榮
及
器
榮
ノ
學
年
評
貼
ハ
學
期
評
貼
ノ
平
均
敷
二
學
年
試
業
ノ
評

貼
ヲ
加
ヘ
テ
ニ
分
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
其
他
各
科
目
ノ
學
年
評
貼
ハ
學
期
評
貼

ノ
穂
敷
二

學
年
試
業
ノ
評
貼
ヲ
加
へ
之
ヲ
四
除
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

但
第
二
項
各
科
目
ノ
授
業
一
學
期
二
止
マ
ル
モ
ノ
ハ
本
文
ノ
四
除
ヲ
ニ
除

ト
シ
ニ
學
期
二
止
マ
ル
モ
ノ
ハ
三
除
ト
ス

全
科
目
ノ
學
年
評
黙
ハ
盤
榮
及
器
榮
ノ
學
年
評
貼
ノ
ニ
倍
ノ
和
二
他

III 
第
何
被

ル
ヘ
シ

豫
科
修
業
證
明
書

族
籍

姓

生
年
月
日 名

J
各
科
目
ノ
學
年
評
貼
ヲ
加
へ
科
目
ノ
敷
―
ー
ニ
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
除

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
以
テ
生
徒
ノ
席
順
及
及
第
卜
落
第
ト
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

但
全
科
目
ノ
學
期
評
貼
ノ
採
貼
法
モ
本
文

二
準
ス

第
七
條
全
科
目
ノ
學
年
評
貼
五
十
貼
未
満
ノ
者
若
ク
ハ
五
十
貼
二
及
フ

モ一

科
目
ノ
學
年
評
貼
三
十
貼
未
満
ノ
者
及
再
度
落
第
ス
ル
者
ハ
退
學
ヲ
命
ス

但
全
科
目
ノ
學
期
及
學
年
ノ
評
貼
常
二
六
十
貼
以
上
二
及
ヒ
且
賓
技
優
等

ナ
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

第
八
條
凡
ソ
試
業
二
欠
席
ス
ル
者
ハ
渾
テ
零
黙
ヲ
興
フ
ル
モ
ノ
ト
ス
但
止
ム

ヲ
得
サ
ル
事
情
ア
リ
テ
其
證
判
明
ナ
ル
者
ハ
詮
義
ノ
上
臨
時
試
業
ハ
試
業
後

一
週
間
以
内
學
年
試
業
ハ
次
學
年
ノ
始
業
後
二
週
間
以
内
二
於
テ
追
試
業
ヲ

許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
九
條
學
藝
品
行
共
二
特

二
優
等
ニ
シ
テ
後
来
大
成
ス

ヘ
キ
見
込
ア
ル
モ
ノ

ハ
特
待
生
ト
ナ
シ
一
學
期
若
ク
ハ
一
學
年
間
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア

第
十
條
成
規
ノ
試
業
ヲ
経
所
定
ノ
學
科
ヲ
完
了
シ
タ
ル
モ
ノ

ニ
ハ
卒
業
證
書

ヲ
付
典
ス
ヘ
シ

但
シ
専
修
部
卒
業
生
中
優
等
ノ
者
ニ
ハ
卒
業
證
書
ノ
外
猶
第

一
等
若
ク
ハ

第
二
等
ノ
賞
状
ヲ
付
興
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ヘ
シ

豫
科
修
業
證
書
式
（
用
紙
鳥
子
）
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第
二
條

第
三
條

第
四
條

右
ハ
本
校
附
賜
―
音
榮
學
校
所
定
ノ
豫
科
ヲ
履
修
セ
リ
俯
テ
之
ヲ
證
ス

年

高

等

師

範

學

校

師
範
部
及
専
修
部
卒
業
證
書
式
（
用
紙
同
上
）

生
年
月
日

右
ハ
本
校
附
属
音
楽
學
校
鱈
麟
部
所
定
ノ
學
術
全
科
ヲ
修
メ
成
規
ノ
試
業

ヲ
完
了
シ
テ
能
ク
其
業
ヲ
卒
フ
初
テ
之
ヲ
證
ス

高
等
師
範
學
校
長
位
勲
姓
名
印

第
十一

條
生
徒
在
學
中
ノ
人
物
ヲ
査
定
シ
優
等
及
尋
常
ノ
ニ
種
ト
シ
卒
業
ノ

際
其
證
書
ヲ
付
典

ス

第
七

研

究

科

専
修
部
卒
業
生

ニ
シ
テ
猶
其
學
術
ヲ
精
究
セ

ン
ト
欲
シ
研
究
生
タ
ラ

ン
コ
ト
ヲ
願
出
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
許
可
ス
ル
事
ア

ル
ヘ
シ

研
究
生
ノ
研
究
期
限
ハ
ニ
ケ
年
ヲ
以
テ
一
期
ト
ス

研
究
生
ハ
保
證
人
ヲ
要
セ
ス
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ス

研
究
生
ハ
寅
地
研
究
ノ
為
メ
時
々
本
校
ノ
授
業
ヲ
補
助
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ア
ル
ヘ
シ

但
此
場
合
二
於
テ
ハ
授
業
補
助
時
間
ノ
多
少
ニ
ョ
リ
相
嘗
ノ
手
嘗
金
ヲ
給

典
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第

一
條 年

月

校
印

日

第
何
琥

卒

業

證

書

月

日

族
籍

姓

名

第
五
條
研
究
生
ハ
文
部
省
直
轄
學
校
若
ク
ハ
他
官
顧
ノ
依
頼
ニ

ョ
リ
其
學
校

等
二
派
出
シ
テ
授
業
ヲ
賓
修
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ヘ
シ

第
六
條
研
究
科
ニ
ケ
年
以
上
ヲ
経
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ

レ
ハ
本
校
数
員
ノ
選
畢

二
嘗
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
條

研

究
生
ハ
特
二
該
生
徒
ノ
為
二
設
ル
所
ノ
規
則
ノ
外
ハ
渾
テ
正
科
生

ト
同
シ
ク
之
ヲ
遵
守

ス
ヘ
シ

第

八

選

科

第

一
條
洋
琴
、
風
琴
、
バ
イ
オ
リ
ン
、
唱
歌
ノ
中
特
ニ
―
科
目
若
ク
ハ
ニ
三

科
目
ヲ
選
ビ
テ
學
習
セ
ン
ト
欲
シ
入
學
ヲ
願
出
ル
者
ア
ル
ト
キ

ハ
試
験
ノ
上

選
科
生
ト
シ
テ
入
學
ヲ
許
ス

第
二
條
選
科
生
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ズ
年
齢
満
九
年
以
上
ニ
シ
テ
所
選
ノ
科
目
ヲ

學
修
ス
ル
ニ
堪
フ
ル
ト
認
ル
者
二
限
ル
ベ
シ

第
三
條
選
科
生
ハ
所
選
ノ
科
目

二
就
テ
正
科
生
卜
同
ジ
ク
課
業
及
試
業
ヲ
受

第
四
條
選
科
生
ハ
在
學
期
限
ヲ
定
メ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
一

學
年
以
上
在
學
シ
試

瞼
合
格
ノ
者

―ーハ
願

二
依
リ
退
學
ノ
際
修
業
證
明
状
ヲ
付
興
ス
ヘ
シ

第
五
條
選
科
生
授
業
料
ハ

一
ヶ
月
金
壷
園
以
上
三
園
以
下
ト
ス

第
六
條
選
科
生
ハ
特

二
該
生
徒
ノ
為
メ

ニ
設
ル
所
ノ
規
則
ノ
外
ハ
渾
テ
正
科

生
卜
同
シ
ク
之
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ

第
一
條

第
九
休
學
規
程

生
徒
疾
病
二
罹
リ
ニ
ヶ
月
以
上
修
業
シ
能

ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
學
校
長
ノ

許
可
ヲ
得
テ
休
學
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ク
ベ
シ
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唱
歌

讀
書

作
文

算
術

英
語

休
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
翌
月
ヨ
リ
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ス

休
學
期
限
中
疾
病
平
癒
ス
ル
ト
キ
ハ
許
可
ヲ
得
テ
赦
場
二
入
ル

コ
ト

明
治
二
十
七
年

i
二
十
八
年

六
月
、
入
学
期
と
入
学
試
験
科
目
が
改
正
さ
れ
た
。
改
正
部
分
の
み
記
載
。

第
四

入

學
、
在
學
、
退
學

第

一
條
入
學
ノ
期
ハ
毎
年
一
回
ニ
シ
テ
其
學
年
ノ
始
二
於
テ
ス

但
臨
時
入
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
條

入
學
志
願
者
ハ
身
麓
強
健
ニ
シ
テ
左
二
掲
ク

ル
科
目
二
合
格

ス
ル
者

タ
ル
ヘ
シ
選
科
ョ
リ
正
科
二
轄
ス
ル
者
亦
同
シ

但
尋
常
師
範
學
校
公
立
尋
常
中
學
校
公
立
高
等
女
學
校
若
ク
ハ
之
卜
同
等

以
上
ノ
學
校
卒
業
ノ
者
ハ
唱
歌
ヲ
除
ク
ノ
外
試
験
ヲ
要
セ

ス

入
學
試
験
科
目

國
語
及
漢
文
講
讀

漢
字
交
リ
文
（
往
復
文
、
記
事
文
ノ
類
）

四
則
分
敷
、
小
敷
、
比
例
、
開
平
、
開
立

讀
方
、
解
朦
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
第
四
讀
本
ノ
程
度
二
依
ル
）

文
部
省
編
纂
小
學
唱
歌
集

ヲ
得

第
五
條
第
四
條
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
其
月
ヨ
リ
授
業
料
ヲ
徴
牧
ス

ヲ
得

第
三
條

第
四
條

第
二
條
許
可
ヲ
得
テ
休
學
シ
タ
ル
者
ハ
次
學
期
ノ
始
メ
其
原
級
二
入
ル
コ
ト

間
ツ
ヽ
ト
シ
十
ヶ
月
ヲ
以
テ
終
ル
モ
ノ
ト
ス

但
日
ノ
長
短
ニ
ヨ
リ
時
間
ヲ
伸
縮
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ヘ
シ

第
七
條
試
業
評
黙
ハ
臨
時
試
業
評
貼
平
均
敷
ノ
ニ
倍
二
學
年
試
業
評
貼
ヲ
加

ヘ
三
除
シ
テ
之
ヲ
定
メ
合
格
者
ニ
ハ
證
明
書
ヲ
授
典
ス

第
六
條

オ
ル
ガ
ン

一
音
楽
理
論
一

（教

授

法

講
習
ハ
毎
日
（
士
曜
日
ヲ
除
ク
）
午
後
三
時
三
十
分
ヨ
リ
凡
ソ
ニ
時

第
五
條
學
科
課
程
左
ノ
如
シ

唱
歌

賊
音

指
手
練
習

楽
曲
練
習

同

同

同 毎
週

凡
ソ
六
時

三
時

一
時

同

ノ
ト
ス ま

た
同
月
、
「
本
科
最
終
學
年
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
質
地
授
業
ノ
為
メ
小
學
唱
歌
赦
員

タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
二
適
嘗
ノ
＿
音
楽
ヲ
講
習
セ
シ
ム
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
」
（
『
高
等
師

範
學
校
附
昴
音
楽
學
校
一
梵
従
明
治
廿
七
年
至
明
治
廿
八
年
』
＋
七
頁
）
、
第
十
「
小
學
唱

歌
講
習
科
規
程
」
が
追
加
さ
れ
た
。
「
小
學
唱
歌
講
習
科
」
は
以
後
六
年
間
続
き
、
東

京
音
楽
学
校
再
独
立
後
の
三
十
三
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
学
科
課
程
を
含
め
て
次
に
挙

げ
る
。

第
十

小

學
唱
歌
講
習
科
規
程

第
一
條

小
學
唱
歌
講
習
科
ハ

小
學
校
唱
歌
科
ノ
赦
員
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ニ

唱
歌
ヲ
講
習
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
條
授
業
ハ
最
終
學
年
ノ
本
科
生
之
ヲ
分
捨
シ
本
校
教
員
之
ヲ
監
督
ス

第
三
條

小
學
唱
歌
講
習
科

二
入
學
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
小
學
校
赦
員
免
許
状
ヲ

有
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ

第
四
條
入
學
ハ
別
二

試
業
ヲ
須
ヰ
ス
學
年
ノ
始
メ
三
十
名
限
リ
之
ヲ
許
シ
授

業
凡
ソ
一

ヶ
月
ノ
後
適
嘗
卜
認
ム
ル

モ
ノ
ニ

限
リ
引
績
キ
在
學
セ
シ
ム
ル
モ
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第
八
條
授
業
料
ハ
一
ヶ
月
金
五
拾
錢
ヲ
徴
牧
ス

第
九
條
講
習
生
ノ
為
メ
特
ー
ー
設
ク
ル
規
則
ノ
外
ハ
正
科
生
卜
同
ク
本
校
諸
規

則
ヲ
渥
守
ス
ヘ
シ

但
學
習
保
證
状
ヲ
要
セ
ス
又
入
學
證
書
ノ
保
證
人
ハ
一
名
ニ
テ
モ
差
支
ナ
シ

明
治
二
十
九
年

i
三
十
年

「
二
十
九
年
三
月
規
則
ヲ
改
正
追
加
シ
テ
赦
育
學
科
ヲ
重
ク
シ
テ
磐
楽
器
楽
卜
同

ーニ

シ
又
師
範
部
卒
業
生
ハ
唱
歌
教
授
法
ヲ
研
究
シ
得
ル
コ
ト
ヽ
セ
リ
」
（
『
高
等
師

範
學
校
附
燭
―音
楽
學
校
一
買
従
明
治
廿
八
年
至
明
治
廿
九
年
』
十
七
頁
）
。

全
科
目
の
学
年
評
点
に
際
し
て
、
従
来
の
声
楽
器
楽
に
、
今
日
の
一
般
学
科
目
に

相
当
す
る
教
育
学
が
加
わ
る
こ
と
と
な
り
、
「
試
業
及
卒
業
證
書
」
の
第
六
條
を
改
正
。

第六試業及卒業證書

第六條全科目ノ學年評貼ハ盤楽器楽及教育學ノ學年評貼ノニ倍ノ

和二他ノ各科目ノ學年評貼ヲ加へ科目ノ敷二三ヲ加ヘタルモノヲ

證右 >年スハ

證

畠

ノ

校印 1 依之テ 日 名

ヲ

證
明
書
式

第
一
條

國
語

歴
史

算
術

大
意

以
テ
除
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
以
テ
生
徒
ノ
席
順
及
及
第
卜
落
第
ト
ヲ
定
ム

但
全
科
目
ノ
學
期
評
貼
ノ
採
貼
法
モ
本
文
二
準
ス

同
月
、
師
範
部
卒
業
生
に
唱
歌
教
授
法
の
研
究
が
許
可
さ
れ
、

條
が
追
加
改
正
と
な
る
。

研
究
科
規
程
第

一

第

七

研

究

科

専
修
部
卒
業
生
ニ
シ
テ
猶
其
學
術
ヲ
精
究
セ
ン
ト
欲
シ
研
究
生
タ
ラ

ン
コ
ト
ヲ
願
出
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

但
師
範
部
卒
業
生
ハ
唱
歌
赦
授
法
二
限
リ
本
文
二
準
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

明
治
三
十
年

i
三
十
＿
年

四
月
、
「
小
學
唱
歌
講
習
科
」
の
入
学
資
格
を
定
め
た
第
三
條
が
改
正
さ
れ
た
。

第
十
小
學
唱
歌
講
習
科

第
三
條
小
學
唱
歌
講
習
科
二
入
學
セ
シ
ム
ル
男
子
ハ
年
齢
満
十
七
年
以
上
女

子
ハ
年
齢
満
十
五
年
以
上
執
モ
身
髄
批
健
品
行
方
正
ニ
シ
テ
左
二
掲
ク
ル
試

験
二
合
格
シ
タ
ル
者
タ
ル
ヘ
シ

但
小
學
校
教
員
免
許
状
若
ク
ハ
幼
稚
園
保
拇
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
骰
格

痰
磐
聴
音
ヲ
除
ク
ノ
外
試
験
ヲ
要
セ
ス

入
學
試
験
科
目

講

誤

和

文

讀

本

類

作

文

日

用

文
、
記
事
文
ノ
類

本
邦
歴
史
概
要
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入

選
科

焚
墜
、
聴
―
音

明
治
三
十
一
年
！
三
十
二
年

五
月
六
日
、
研
究
科
規
定
中
、
教
員
侯
補
者
資
格
の
制
限
を
定
め
た
第
六
條
（「研

究
科
ニ
ケ
年
以
上
ヲ
経
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
本
校
赦
員
ノ
選
象

二
営
ル
コ
ト
ヲ
得

ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
）
が
削
除
さ
れ
た
。

『明
治
三
十
一
年
度
學
事
年
報
』
に
は

削
除
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「近
来
生
徒
ノ
技
術
大
二
進
歩
シ
一

定
ノ
研
究
年
限
ヲ
経
ザ
ル
モ
数
員
タ
ル
ヘ
キ
技
能
ヲ
具
フ
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
至
リ
シ
ヲ

以
テ
之
ヲ
削
除
セ
リ
」

七
月
七
日
、
選
科
規
定
が
改
正
さ
れ
、
入
学
時
の
年
齢
制
限
が
廃
さ
れ
、
入
学
願
、

在
学
証
書
に
関
す
る
書
式
が
加
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
卒
業
証
書
授
与
に
関
す
る
規

定
が
設
け
ら
れ
る
。
こ
の
年
の
選
科
規
定
全
体
を
挙
げ
て
お
く
。

第
八

第

一

條

唱

歌

、
バ
イ
オ
リ
ン
、
洋
琴
、
風
琴
、
等
等
ノ
中
特
ニ
―
科
目
若
ク
ハ

二
、
三
科
目
ヲ
選
ヒ
學
修
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ

選
科
生
ト
シ
テ
入
學
ヲ
許
ス

第
二
條
選
科
生
ハ
男
女
ヲ
問
ハ
ス
年
齢

二
拘
ラ
ス
所
選
ノ
科
目
ヲ
學
修
ス
ル

二
堪
フ
ル
ト
認
ム
ル
者
二
限
ル
ヘ
シ

第
三
條
選
科
生
ノ
入
學
ハ
随
時
之
ヲ
許
シ
授
業
時
間
ハ
本
人
ノ
便
宜
ヲ
配
酌

シ
テ
之
ヲ
定
ム

第
四
條
選
科
二
入
學
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
入
學
願
書

二
履
歴
書
ヲ
添
へ
出
願

シ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
在
學
證
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

入
學
願
書
式
（
用
紙
美
濃
）

學

願

私
儀
何
々
修
業
志
願

二
付
御
校
附
隔
＿
音
楽
學
校
選
科
へ
入
學
御
許
可
被
成

高
等
師
範
學
校
長
何
某
殿

印
紙

私
儀
今
般
何
々
修
業
志
願
ヲ
以
テ
御
校
附
蜀
音
楽
學
校
選
科
へ
入
學
御
許

可
相
成
候
二
就
キ
テ
ハ
諸
規
則
堅
ク
遵
守
可
致
候
也

本
籍
道
臨
府
縣
郡
市
町
村
番
地
（
何
某
方
同
居
、
附
籍
）

現
住
所
同
上

華
士
族
平
民
何
某
何
男
女
兄
弟
姉
妹
妻
又

ハ
戸
主

某

印

年
月
日
生

右
何
某
在
學
中
二
係
ル
一
切
ノ
事
件
私
二
於
テ
引
受
可
申
此
段
保
證
候
也

但
向
後
宿
所
移
轄
又
ハ
改
印
致
候
節

ハ
速
二
可
届
出
候
也

年

月

日

年

月

日

在

學

高
等
師
範
學
校
御
中

在
學
證
書
式
（
用
紙
同
上
）

證

下
度
履
歴
書
相
添
へ
此
段
願
上
候
也

何

現
住
所

華
士
族
平
民

書

年
月
日
生

某

印

何 何

某
年
月
日
生 印

本
籍
道
鹿
府
縣
郡
市
町
村
番
地
（
何
某
方
同
居
、
附
籍
）

現
住
所
同
上

華
士
族
平
民
何
某
何
男
女
兄
弟
姉
妹
妻
又

ハ
戸
主
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第
五
條
選
科
生
ハ
學
業
ノ
成
績
二
依
リ
一
ケ
年
毎
二
修
業
證
明
書
ヲ
附
興
ス

第
六
條
選
科
生
ニ
シ
テ
所
選
ノ
科
目
ヲ
修
了
シ
卒
業
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
者

ニ
ハ
卒
業
證
書

ヲ
授
興
ス

第
七
條
選
科
生
ノ
授
業
料
ハ
一
ヶ
月
金
五
拾
錢
以
上
三
圃
以
下
ト
シ
入
學
ノ

月
ハ
即
日
爾
后
ハ
前
月
末
日
迄
二
徴
牧
ス

但
本
校
ノ
見
込
ニ
ヨ
リ
特
二
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
八
條
選
科
生
ハ
學
校
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
所
選
以
外
ノ
學
科
ヲ
傍
聴
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
九
條
本
章
ノ
規
定
二
抵
鯛
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
渾
テ
正
科
ノ
規
則
ヲ
準
用
ス

明
治
一
＿
＿
十
二
年
！
三
十
三
年

七
月
二
十
六
日
、

評
点
に
関
す
る
条
項
が
改
正
さ

れ
た
。『

一
覧
』
に
記
載
さ
れ

た
条
項
は
以
下
に
挙
げ
る
が
、
『
明
治
三
十
二
年
度
學
事
年
報
』
に
そ
の
理
由
が
や

や
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
ま
ず
引
用
し
て
お
く
。
「
七
月
二
十
六

日
本
校
規
則
第
六
章
第
七
條
ヲ
改
正
ス
其
理
由
ハ
生
徒
ノ
學
力
逐
次
進
歩
ス

ル
ニ
方

リ
學
業
ノ
成
績
ヲ
表
示
ス
ヘ
キ
採
貼
ノ
標
準
ヲ
高
メ
疲
逹
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
必
要
ナ
リ

ト
シ
學
年
試
験
學
科
全
科
目
ノ
平
均
黙
六
十
黙
一
科
目
五
十
黙
二
満
タ
ザ
ル
評
貼
ヲ

得
タ
ル
モ
ノ
ハ
落
第
ト
シ
ニ
科
目
以
上
五
十
貼
ノ
モ
ノ
ハ
前
途
見
込
ナ
キ
モ
ノ
ト
看

倣
シ
退
學
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
シ
タ
ル
ニ
ア
リ
」

第
六
試
業
及
卒
業
證
書

第
七
條
全
科
目
ノ
學
年
評
貼
六
十
貼
未
満
ノ
者
若
ク
ハ
六
十
貼
二
及
フ
モ
一

科
目
ノ
學
年
評
黙
五
十
貼
未
満
ノ
者
ハ
落
第
ト
ス
ニ
科
目
以
上
五
十
貼
未
満

ノ
者
及
再
度
落
第
ス
ル
者
ハ
退
學
ヲ
命
ス

但
全
科
目
ノ
學
期
及
學
年
ノ
評
貼
常
二
六
十
貼
以
上
二
及
ヒ
且
質
技
優
等

第

四

章

師

範

科

第
十
一
條
師
範
科
ハ
師
範
學
校
中
學
校
高
等
女
學
校
及
小
學
校
ノ
昔
榮
赦
員

ヲ
養
成
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
置
ク

第
十
二
條
師
範
科
ヲ
分
チ
テ
甲
乙
二
種
ト
ス
甲
種
師
範
科
ハ
師
範
學
校
中
學

校
高
等
女
學
校
赦
員
二
適
切
ナ
ル
學
科
ヲ
授
ケ
其
修
業
年
限
ヲ
ニ
學
年
二
學

〔第
四
條
ー
第
十
條
は
本
節
二
項
に
別
記
〕

明
治
三
十
三
年
！
三
十
四
年

三
十
二
年
四
月
四
日
、
勅
令
第
百
十
六
号
を
も
っ
て
高
等
師
範
学
校
附
属
音
楽
学

校
か
ら
東
京
音
楽
学
校
へ
と
改
称
さ
れ
、
再
独
立
し
た
本
校
は
、
翌
三
十
三
年
九
月

一
日
、
大
幅
な
規
則
改
正
を
行
っ
た
。
従
来
の
学
科
（
予
科
、
師
範
部
、
専
修
部
、

研
究
科
、
選
科
、
小
学
唱
歌
講
習
科
）
は
廃
さ
れ
、
新
た
に
、
予
科
、
本
科
、
研
究

科
、
師
範
科
、
選
科
が
設
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
本
科
は
声
楽
部
、
器
楽
部
、
楽
歌
部

に
分
れ
、
師
範
科
は
甲
乙
二
種
と
な
っ
た
。
「
學
資
」
「
特
待
生
」
「
懲
戒
」
「

l

音
楽
會
」

「
生
徒
心
得」

「奨
學
資
金
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
か
ら
で
あ
る
。

ま

た
十
一
月
八
日
、
生
徒
心
得
細
則
が
定
め
ら
れ
た
。

第

一
章

穂

則

第
一
條
東
京
＿
音
楽
學
校
ハ
汎
ク
＿
音
架
ヲ
教
授
シ
及
攻
究
ス
ル
所
ト
ス

第

二

章

學

科

第
二
條
本
校
ノ
學
科
ヲ
大
別
シ
テ
豫
科
本
科
研
究
科
師
範
科
及
選
科
ト
ス

第

三

章

豫

科

、
本
科
、
研
究
科

第
三
條
豫
科
ノ
修
業
年
限
ハ
一
學
年
本
科
ノ
修
業
年
限
ハ
三
學
年
研
究
科
ノ

修
業
年
限
ハ
ニ
學
年
ト
ス

ナ
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
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第
二
十
條
選
科
生
ニ
シ
テ
所
選
ノ
科
目
二
就
キ
最
終
學
年
ノ
試
業
二
及
第
シ

タ
ル
者
ニ
ハ
其
科
目
ノ
卒
業
證
書
ヲ
授
典
ス

第
二
十
一
條
選
科
生
ニ
シ
テ
豫
科
並
二
本
科
某
學
部
ノ
各
科
目
ヲ
修
メ
最
終

學
年
ノ
試
業
二
及
第
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
第
二
十
七
條
ノ
入
學
試
験
ヲ
施
シ
其
學

部
ノ
卒
業
證
書
ヲ
授
典
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

但
シ
他
ノ
官
公
立
學
校
二
於
テ
修
メ
タ
ル
學
科
目
ニ
シ
テ
本
校
ノ
學
科
目

ト
同
等
以
上
卜
認
ム
ル
場
合
ニ
ハ
其
學
科
目
ノ
試
験
ヲ
須
ヰ
サ
ル
コ
ト
ア

シ 期
ト
シ
乙
種
師
範
科
ハ
小
學
校
教
員
二
適
切
ナ
ル
學
科
ヲ
授
ケ
其
修
業
年
限

ヲ
一
學
年
ト
ス

〔
第
十
三
條
ー
第
十
四
條
は
本
節
二
項
に
別
記
〕

第
十
五
條
乙
種
師
範
科
ノ
學
科
目
中
唱
歌
、
オ
ル
ガ
ン
及
楽
理
ノ
教
授
ハ
甲

種
師
範
科
第
三
年
生
及
本
科
第
三
年
生
ニ
シ
テ
教
育
學
及
赦
授
法
ヲ
修
メ
タ

ル
者
ヲ
シ
テ
分
摺
セ
シ
メ
本
校
数
員
之
ヲ
監
督
シ
他
ノ
學
科
ハ
本
校
赦
員
之

ヲ
教
授
ス

第
十
六
條
師
範
科
生
徒
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
シ
學
習
上
必
用
ナ
ル
楽
器
、
書
籍

等
ヲ
穂
ヘ
テ
貸
付
ス

第

五

章

選

科

第
十
七
條
選
科
ハ
本
校
所
定
各
科
各
學
部
ノ
一
科
目
若
ク
ハ
敷
科
目
ヲ
修
メ

ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
設
ク

第
十
八
條
選
科
生
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ズ
年
齢
二
拘
ハ
ラ
ズ
所
選
ノ
科
目
ヲ
學
習

ス
ル
ニ
堪
フ
ル
ト
認
ム
ル
者
二
限
ル

第
十
九
條
選
科
生
ニ
シ
テ
所
選
ノ
科
目
二
就
キ
豫
科
本
科
生
徒
卜
同
シ
ク
試

業
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其
成
績
二
依
リ
修
業
證
明
書
ヲ
附
興
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ

日
曜
日

四
月
一
日
ヨ
リ
同
月
十
日
マ
デ

秋
季
皇
霊
祭

本
校
設
立
記
念
日

神
嘗
祭

天
長
節

新
嘗
祭

冬
期
休
業

孝
明
天
皇
祭

紀
元
節

春
季
皇
露
祭

二
學
期
後
休
業

夏

期

休

業

七

月

十

一

日

ョ

リ

九

月

十

日

マ

デ

第
七
章
入
學
、
在
學
、
退
學

第
二
十
五
條
入
學
ノ
期
ハ
毎
年
一
回
ニ
シ
テ
學
年
ノ
始
メ
ト
ス

但
シ
臨
時
入
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
六
條
本
校
二
入
學
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
第
一
琥
及
第
二
琥
書
式
二
朦

リ
入
學
願
書
二
履
歴
書
ヲ
添
へ
差
出
ス
ベ
シ

ル
ヘ
シ

春
分
日

十
月
五
日

第

六

章

學

年

、
學
期
、
休
業

第
二
十
二
條
學
年
ハ
九
月
十
一
日
二
始
マ
リ
翌
年
九
月
十
日
二
終
ル

第
二
十
三
條
學
年
ヲ
分
チ
テ
三
學
期
ト
シ
第
一
期
ノ
授
業
ハ
學
年
ノ
始
メ
ヨ

リ
十
二
月
二
十
四
日
二
至
リ
第
二
期
ノ
授
業
ハ
一
月
八
日
ョ
リ
三
月
三
十
一

日
二
至
リ
第
三
期
ノ
授
業

ハ
四
月
十
一
日
ヨ
リ
七
月
十
日
二
至
ル

第
二
十
四
條
年
中
休
業
日
左
ノ
如
シ

毎
週

秋
分
日

十
月
十
七
日

十
一
月
三
日

十
一
月
二
十
三
日

十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
七
日
マ
デ

一
月
三
十
日

二
月
十
一
日
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研
究
科
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ベ
キ
者
ハ
本
科
卒
業
生
中
學
藝
優
等

ア
ル
ベ
シ

第
二
十
七
條
豫
科
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ベ
キ
者
ハ
男
女
ヲ
問
ハ
ス
年
齢
満
十
四

年
以
上
ニ
シ
テ
左
二
掲
ク
ル
科
目
ノ
試
瞼
二
合
格
シ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ベ
シ

但
シ
中
學
校
第
二
年
級
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
若
ク
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
力

ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ハ
第
一
乃
至
第
六
高
等
女
學
校
第
二
年
級
ヲ
修
了
シ
タ

ル
者
若
ク
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
カ
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ハ
第
一
乃
至
第
五

ノ
試
験
ヲ
要
セ
ス

入
學
試
験
科
目

書

比
例

和
漢
文

漢
字
交
リ
記
事
文

四
則
、
分
敷
、
小
敷
、

大

要

大

要

語

讀

方

、

諄

解

｛

号

犀

梵

恥

□｝

歌

小

學

唱

歌

集

ノ

程

度
明
治
―
―
-
+
＝
一
年
文
部
省
令
第
四
琥

体

格

｛

學

生

、

生

徒

身

證

検

査
規
程
二
準
披
ス

第
二
十
八
條
本
科
第
一
年
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ベ
キ
者
ハ
豫
科
卒
業
ノ
者
若
ク

ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
カ
ヲ
有
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ

第
二
十
九
條
本
科
第
二
年
以
上
ノ
學
級
二
入
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ニ
ハ
其
入
ラ

ン
ト
ス
ル
學
級
ノ
次
ク
所
ノ
各
學
級
ノ
諸
科
目
ノ
試
瞼
二
合
格
シ
タ
ル

モ
ノ

唱英日日算作讀
本 本
歴地術
史理

但
シ
他
ノ
學
校
二
於
テ
修
メ
タ
ル
學
科
目
ニ
シ
テ
本
校
二
於
テ
修
ム
ル
モ

J
卜
同
等
以
上
卜
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
科
目

二
限
リ
試
験
ヲ
須
ヰ
サ
ル

コ
ト

第
三
十
條

タ
ル
ベ
シ

八 七 ＇ ノ‘ 五 四

文

シ
テ
尚
ホ
将
来
―
―
於
テ
進
歩
ス
ベ
キ
見
込
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
本
科
卒
業
生
二
非
ザ
ル
モ
試
験
ノ
上
之
レ
ニ
該
営
ス
ベ
キ
資
格
ア
リ

ト
認
ム
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
入
學
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
十
一
條
師
範
科
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ベ
キ
者
ハ
品
行
方
正
年
齢
二
十
五
年

未
滴
ノ
者
ニ
シ
テ
左
ノ
第
一
項
若
ク
ハ
第
二
項
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル

ヲ
要
ス

第
一
項
甲
種
師
範
科
二
入
ル
ヲ
得
ベ
キ
者
ハ
師
範
學
校
中
學
校
高
等
女
學

校
ノ
卒
業
生
ニ
シ
テ
体
格
及
唱
歌
ノ
試
験
二
合
格
シ
タ
ル
者
若
ク
ハ
左
ノ

學
科
目
二
就
キ
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
カ
ヲ
有
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ

入
學
試
験
科
目

讀
書

作

文

算

術

物

理

地

理

歴

史

唱

歌

｛琴
疇
縁
麟
旦

明
治
三
十
一
一
一
年
文
部
省
令
第
四
琥

体
格
｛
學
生
、
生
徒
身
騰
検
査
規
程
二
準
操
ス

第
二
項
乙
種
師
範
科
二
入
ル
ヲ
得

ヘ
キ
者
ハ
高
等
小
學
校
卒
業
ノ
者
ニ

シ

テ
体
格
及
唱
歌
ノ
試
験
二
合
格
シ
タ
ル
者
若
ク
ハ
左
ノ
學
科
目
二
就
キ
之

ト
同
等
以
上
ノ
學
カ
ヲ
有
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ

入
學
試
験
科
目

讀

書

作

文

算

術

地

理

歴

史

唱

歌

｛攣
唸
縁
口
｝

明
治
三
十
三
年
文
部
省
令
第
四
琥

体
格
｛
學
生
、
生
徒
身
證
検
査
規
程
二
準
操
ス

第
三
十
二
條
入
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ハ
誓
式
ヲ
行
ヒ
生
徒
學
籍
簿
―
―
記

名
シ
保
證
人
卜
連
署
シ
テ
第
三
琥
書
式
二
擦
リ
在
學
證
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

第
三
十
三
條
保
證
人
ハ
丁
年
以
上
ニ
シ
テ
一
人
ハ
生
徒
ノ
父
兄
若
ク
ハ
親
戚

尚
ホ
一
人
ハ
東
京
市
―
ー
住
居
シ
相
嘗
ノ
財
産
ヲ
有
シ
又
ハ
一
定
ノ
職
務
二
従

事
ス
ル
者
ニ
シ
テ
本
校
二
於
テ
適
嘗
卜
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
ベ
シ

第
三
十
四
條
保
證
人
ハ
生
徒
ノ
身
上
井
二
修
學
上
二
注
意
シ
且
平
素
ノ
行
状
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右
何
某
品
行
方
正
ナ
ル
コ
ト
ヲ
保
證
致
候
尚
ホ
入
學
御
許
可
ノ
上
ハ
本
人

年

月

日 入

何

何
年
何
月
何
日
生

本
籍
地
何
々

現
住
所
地
何
々

族
籍
某
男
女
兄
弟
姉
妹
又
ハ
戸
主某

印

ヲ
監
督
ス
ル
ノ
責
二
任
ス
ベ
キ

モ
ノ
ト
ス

第
三
十
五
條
保
證
人
旅
行
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
出
稜
前
代
理
人
ヲ
立
テ
委
任

状
ヲ
添
へ
其
旨
届
出
ヅ
ベ
シ

第
三
十
六
條
保
證
人
死
亡
又
ハ
其
他
ノ
事
故
ニ
ヨ
リ
保
證
人
タ
ル
ノ
資
格
ヲ

失
ヒ
タ
ル
時
ハ
更
二
保
證
人
ヲ
定
メ
在
學
證
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

第
三
十
七
條
生
徒
疾
病
其
他
ノ
事
故
ニ
ヨ
リ
鋏
課
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ

記
シ
保
證
人
ヨ
リ
三
日
以
内
二
届
出
ヘ
ク
疾
病
七
日
以
上
二
及
フ
ト
キ
ハ
診

断
書
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

第
三
十
八
條
生
徒
疾
病
二
罹
リ
又
ハ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
修
學
ス
ル

コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
退
學
セ
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
證
人
ト

連
署
シ
テ
願
出
ッ
ベ
シ

第
三
十
九
條
生
徒
學
業
ノ
悌
怠
若
ク
ハ
不
進
歩

ニ
シ
テ
成
業
ノ
目
的
ナ
シ

ト

認
ム
ル
ト
キ
ハ
之
二
退
學
ヲ
命
ス
ベ
シ

第
四
十
條
入
學
在
學
二
開
ス
ル
書
式
左
ノ
如
シ

第
一
披
書
式

（
用
紙
美
濃
）

學

願

私
儀
御
校
某
科
（
戸
何
年
鱈
）へ

入
學
志
願
二
付
試
験
ノ
上
（
無
試
験
ニ
テ
）

御
許
可
被
成
下
度
別
紙
履
歴
書
相
添
此
段
相
願
候
也

年

月

日

生
所
何
々

父
兄
職
業
何
々

何
年
何
月
何
日
何
學
校
二
入
リ
何
年
何
月
何
日
卒
業
｛
醗
虹
這
麟
墳
｝
何
年
何

月
何
日
ヨ
リ
某
二
就
キ
何
々
修
業
何
年
何
月
何
日
何
々
ノ
事
故
ニ
ョ
リ
退

麿
學
、
用
書
何
々

何
年
何
月
何
日
何
業
二
従
事
云
々

賞
罰
何
々

右
ノ
通
リ
ニ
有
之
侯
也

履

歴

書

東
京
音
楽
學
校
長
何
某
殿

第
二
琥
書
式
（
用
紙
美
濃
）

右

何
何

族

籍

何

某

印

某

何
年
何
月
何
日
生

現
齢
何
年
何
ヶ
月

某

印

本
籍
地
何
々

現
住
所
地
何
々
（
在
京
公
民
二
限
ル
）

族
籍

ハ
係
ル
一
切
ノ
事
件
保
證
人
ト
シ
テ
引
受
申
可
候
也
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東
京
―
音
楽
學
校
長
何
某
殿

年

月

日

保

證

人

何

何
年
何
月
何
日
生

某

印

本
籍
地
何
々

闊

言

疇

餌

｝職
業
或
／
職
務

何
年
何
月
何
日
生

保
證
人

何

某

印

饂
叡｛瓢
幻
這
這
｝麟嗜ハ

本
籍
地
何
々

現
住
所
地
何
々

何
年
何
月
何
日
生

前
書
何
某
入
學
ノ
御
許
可
ヲ
得
候
二
付
テ
ハ
同
人
在
學
中
二
係
ル
事
件
ハ

御
校
ノ
學
籍
ヲ
脱
シ
タ
ル
後
卜
雖
ト
モ
穂
テ
拙
者
共
引
受
可
申
候
也

何

某

印

本
籍
地
何
々

現
住
所
地
何
々

族
籍
何
某
男
女
兄
弟
姉
妹
又
ハ
戸
主

在

學

證

書

第
三
琥
書
式
（
用
紙
美
濃
）

□
 

私
儀
今
般
御
校
へ
入
學
御
許
可
相
成
候
二
就
テ
ハ
御
規
則
等
堅
ク
相
守
リ

専
心
勉
學
可
仕
候
也

Jレ

キ
ハ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
四
十
七
條

第

八

章

試

業

、
進
級
、
卒
業

第
四
十
一
條
試
業
ヲ
分
チ
テ
臨
時
試
業
及
學
年
試
業
ノ
ニ
種
ト
ス
臨
時
試
業

ハ
受
持
赦
員
ノ
見
込
ニ
ヨ
リ
隧
時
之
ヲ
行
ヒ
學
年
試
業
ハ
毎
學
年
末
二
行
フ

第
四
十
二
條

試
験
ヲ
行
ハ
サ
ル
コ

ト
ア
ル
ベ
シ

第
四
十
三
條
試
業
ノ
成
績
ハ
黙
敷
ヲ
以
テ
決
定
ス
其
評
貼
ハ
諸
科
目
各
一
百

ヲ
満
貼
ト
ス

第
四
十
四
條
臨
時
試
業
諸
科
目
ノ
評
貼
ハ
各
平
均
シ
テ
學
年
試
業
評
貼
二
通

算
ス
ル

モ
ノ
ト
ス

第
四
十
五
條

一
科
目
ノ
學
年
貼
敷
五
十
以
上
平
均
貼
敷
六
十
以
上
ノ
得
貼
ア

ル
モ
ノ
ハ
及
第
者
ト
ス

第
四
十
六
條
試
業
二
鋏
席
シ
タ
ル
モ

ノ
ニ
ハ

渾
テ
零
貼
ヲ
附
ス

但
シ
病
氣
又
ハ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ニ
ヨ
リ
試
業
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
能
ハ
サ

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
理
由
ヲ
詳
記
シ
證
明
ヲ
附
シ
テ
追
試
業
ヲ
願
出
ツ
ル
ト

生
徒
ノ
席
次
ハ
學
年
成
績
平
均
貼
敷
ノ
順
序
―
ー
ヨ
リ
卒
業
生
二

ア
リ
テ
ハ
各
學
年
成
績
ノ
平
均
貼
敷
ニ
ヨ
リ
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
落
第
シ
タ

ル
モ
ノ
ハ
前
學
年
ノ
貼
敷
新
タ
ニ
入
學
シ
タ
ル
者
ハ
入
學
試
験
ノ
黙
敷
ニ
ョ

第
四
十
八
條
本
校
所
定
ノ
學
科
ヲ
卒
へ
定
期
試
瞼
二
及
第
シ
タ

ル
者
ニ
ハ
左

式
ノ
卒
業
證
書
ヲ
授
典
ス

モ
ノ
ト
ス

學
年
ノ
半
途

二
完
了
ス
ル
學
科
目
ハ
其
嘗
時
試
験
ヲ
行
ヒ
學
年
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番
年 切ヘ夕リ 本校右者 ~ 印校

琥 月 テニ 卒
日之於

業
證ヲ 某テ

證
ス部

書

喜

ヽ 族

i 規
籍

ノ

誓 何

羞， 五
其業テ 何年贋生 某

印

孟

卒
業
證
書
書
式

第
四
十
九
條
本
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ぐ
音
架
得
業
士
卜
稲
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第

九

章

授

業

料

第
五
十
條
豫
科
本
科
ノ
授
業
料
ハ
一
學
年
二
付
金
拾
園
ト
シ
七
月
八
月
ヲ
除

キ
月
割
ヲ
以
テ
之
ヲ
徴
牧
ス

第
五
十

一
條
選
科
ノ
授
業
料
ハ
一
ヶ
月
金
壺
圏
以
上
五
圏
以
下
ノ
範
園
内
ニ

於
テ
其
額
ヲ
定
メ
七
月
八
月
ヲ
除
キ
毎
月
之
ヲ
徴
牧
ス

第
五
十
二
條
授
業
料
ハ
毎
月
二
十
一
日
ョ
リ
ニ
十
五
日
マ
デ
ニ
翌
月
分
ヲ
本

校
會
計
掛
二
納
付
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

但
シ
九
月
ハ
十
一
日
又
定
日
後
二
入
學
ス

ル
者
ハ
即
日
納
付
ス
ベ
シ

第
五
十
三
條
生
徒
在
學
中
ハ
課
業
ヲ
鋏
キ
若
ク
ハ
停
學
慮
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
場

合
卜
雖
ト
モ
授
業
料
ヲ
徴
牧
ス

第
五
十
四
條
既
納
ノ
授
業
料
ハ
何
等
ノ
事
故
ァ
ル
モ
之
ヲ
返
付
セ
ス

第
五
十
五
條
研
究
科
生
徒
及
特
待
生
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

ス

第

十

章

休

學

第
五
十
七
條
生
徒
疾
病
二
罹
リ
或
ハ
正
嘗
ノ
事
故
ニ

ヨ
リ
ニ
ヶ
月
以
上
修
學

ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
其
學
年
間
學
校
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
休
學

ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
五
十
八
條

休
學
中
疾
病
平
癒
或
ハ
事
故
止
ミ
タ
ル
時
ハ
許
可
ヲ
得
テ
課
業

ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
二
於
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徽
牧
ス

第
十

一
章

學

資

第
五
十
九
條
研
究
生
ニ
ハ
學
術
研
究
上
二
要
ス
ル
賓
費
ヲ
補
助
シ
又
ハ
學
費

ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
六
十
條
學
資
ヲ
給
ス
ベ
キ
者
ハ
研
究
生
中
學
力
最
モ
優
等
ナ
ル
者
若
ク

ハ

特
別
保
護
ヲ
要
ス
ル
學
科
目
ヲ
研
究
ス
ル
者
二
就
キ
學
校
長
之
ヲ
定
ム

第
六
十
一

條

給

費

生

ニ
ハ
授
業
補
助
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
六
十
二
條
學
費
生
ニ
シ
テ
ニ
ヶ
月
以
上
銀
課
シ
又
ハ
停
學
虞
分
ヲ
受
ケ
タ

ル
モ
ノ
ハ
給
費
ヲ
止
ム

第
六
十
三
條
給
費
生
ニ
シ
テ
退
學
ヲ
命
セ
ラ
レ
又
ハ
自
己
ノ
便
宜
上
退
學
ス

ル
モ
ノ
ハ
既
二
受
ケ
タ
ル
給
費
額
ヲ
直
チ

ニ
返
納
セ
シ
ム

但
シ
疾
病
其
他
酌
量
ス
ベ
キ
情
状
ア
ル
ト
キ
ハ
納
期
ヲ
延
長
シ
又
ハ
返
納

金
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
又
在
學
中
死
亡
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
給
費
額
ヲ

返
納
ス
ル
ニ
及
バ
ズ

第
十
二
章

特

待

生

第
六
十
四
條
本
科
生
徒
ニ
シ
テ
學
藝
優
等
品
行
善
良
ナ
ル
モ
ノ
ハ
特
待
生
ト

ス
第
五
十
六
條
許
可
ヲ
得
テ
休
學
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
翌
月
ヨ
リ
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
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第
二
條

第

一
條

第
六
十
五
條

特

待

生
ハ
毎
學
年
末
學
校
長
之
ヲ
定
ム

第
十一＿
一

章

懲

戒

第
六

十

六

條

校
規
命
令
及
訓
誨

二
違
背
シ
テ
秩
序
ヲ
紛
擾
シ
生
徒
ノ
風
儀
ヲ

壊
乱
ス

ル
ノ
虞
ア
リ
ト
認
ム

ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
學
校
長

ハ
懲
戒
虞
分
ヲ
ナ

第
六
十
七
條
懲
戒
ヲ
分
チ
テ
譴
責
、
停
學
、
放
校
ノ
三
種
ト
ス

第
十
四
章

＿

音

楽

會

第
六
十
八
條
本
校
ハ
時
竺
音
楽
演
奏
會
ヲ
公
開
ス

第
十
五
章
生
徒
心
得

第
六
十
九
條
生
徒
心
得
ハ
學
校
長
別
二
之
ヲ
定
ム

第
十
六
章

奨

學

資

金

第
七
十
條
＿
音
楽
奨
勘
ノ
為
メ
園
体
又
ハ
私
人
ヨ
リ
金
員
若
ク
ハ
物
品
ノ
寄
附

ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
指
定
二
従
ヒ
生
徒
中
品
行
方
正
學
力
優
等
ナ
ル
者

二
支

給
ス
ベ
シ

第
七
十
一

條
貸
費
指
定
ノ
寄
附
金
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
年
限
ヲ
期
シ
月
額
ヲ
定

メ
テ
貸
付
ス
ベ
シ
其
貸
付
金
ハ
卒
業
後

一
ケ
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
月
ヨ
リ
貸
付

シ
タ
ル
月
敷
ヲ
超
過
セ
サ
ル
期
限
内
ニ
テ
月
賦
返
納
セ
シ
ム

第
七
十
二
條
第
七
十
條
及
第
七
十
一
條
二
依
リ
學
資
ノ
支
給
若
ク
ハ
貸
付
ヲ

受
ク
ル
者
ニ
ハ
第
六
十
二
條
第
六
十
三
條
ヲ
準
用
ス

第
七
生
徒
心
得
細
則

本
校
ノ
生
徒
タ
ル
者
ハ
智
徳
ヲ
奨
メ
身
体
ノ
健
康
ヲ
計
リ
志
操
ヲ
固

ク
シ
言
行
一
致
ヲ
期
シ
テ
序
ヲ
履
ミ
學
藝
ノ
進
修

二
務
ム
ベ

シ

生
徒
ハ
左
ノ
諸
項
ヲ
遵
守
シ
須
庚
モ
忽
ニ
ス
可
ラ
ズ

可
シ

ス
ベ
シ

第
四
項

第
一
項
敬
證
ヲ
正
ク
シ
威
儀
ヲ
整
へ
以
テ
生
徒
タ
ル
ノ
体
面
ヲ
保
チ
荀
モ

傲
慢
浮
薄
ノ
拳
動
ア
ル
可
ラ
ズ

第

二

項

登

校

ス
ル
ト
キ
ハ
必
ズ
本
校
所
定
ノ
制
帽
制
服
（
彗
ハ
丁
ヲ
着
用

ス
ベ
シ
若
シ
事
故
ア
リ
テ
之
ヲ
着
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
生
徒
係

J
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

但
選
科
生
徒
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
三
項
所
定
ノ
授
業
時
間
及
練
習
時
間
ノ
外
ハ
生
徒
係
ノ
許
可
ヲ
経
ス
シ

テ
敦
室
及
練
習
室
二
入
ル
可
ラ
ズ

授
業
中
公
認
テ
数
員
ノ
指
揮

二
従
ヒ
決
シ
テ
任
意
ノ
動
作
ヲ
ナ
ス

第

五

項

生

徒

ハ
課
業
又
ハ
特
二
命
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
外
受
持
数
員
ノ
認

可
ナ
キ
架
曲
ヲ
自
修
ス
可
ラ
ズ

第
六
項

男

生

徒

卜
女
生
徒
ト
ノ
間

二
於
テ
ハ
校
ノ
内
外
何
レ
ノ
場
所
ヲ
問

ハ
ズ
文
書
ノ
往
復
談
話
等
ヲ
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
若
シ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ァ

ル
ト
キ
ハ
生
徒
係
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
七
項
在
學
中
ハ
學
校
長
ノ
許
可
ヲ
得
ズ
シ
テ
私
二
技
藝
ヲ
演
奏
シ
或
ハ

之
ヲ
数
授
ス
可
ラ
ズ

第
八
項

本

校

備

付
ノ
架
器
其
他
ノ
器
具

ハ
鄭
重

二
取
扱
フ
可
シ

第
九
項

貸

付

セ

ラ

レ
タ
ル
架
器
架
譜
圏
書
二
就
テ
ハ
殊
二
取
扱

二
注
意
ス

ベ
シ
若
シ
亡
失
、

毀
損
、
汚
染
等
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
損
害
ヲ
賠
償

ス

ル
ノ
責

二
任
ス
可
シ

第
十
項

生

徒

各

別
二
命
令
訓
諭

ス
ル
モ
ノ
ヽ
外
令
逹
告
示
等

ハ
穂
テ
掲
示

シ
一
般
二
知
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
ニ
ョ
リ
生
徒
ハ
掲
示
場
二
注
意
ス

可
ラ
ス
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ま
た
同
日
、
授
業
料
の
納
期
が
改
正
さ
れ
た
。

第
十
一
項
他
學
校
又
ハ
一
個
人
二
就
キ
學
藝
ヲ
修
メ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
學
校

長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
可
シ

但
選
科
生
徒
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
十
二
項
生
徒
校
内
ニ
ア
リ
テ
来
訪
者
二
面
會
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
生
徒

係
ノ
許
可
ヲ
受
ク
可
シ

第
十
三
項
生
徒
登
校
時
間
中
二
構
外
二
出
テ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
生
徒
係
ノ

許
可
ヲ
受
ク
可
シ

第
三
條
生
徒
心
得
二
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
本
校
規
則
第
十
三
章
第
六
十
六
條
及

第
六
十
七
條
二
照
シ
テ
虞
分
セ
ラ
ル
可
シ

明
治
三
十
四
年
！
三
十
五
年

五
月
二
日
、
規
則
第
三
十
一
條
が
改
正
さ
れ
、

五
歳
未
満
か
ら
十
七
歳
未
満
に
変
更
さ
れ
る
。

〔第一

項
、
第
二
項
は
変
更
な
し
〕

師
範
科
入
学
者
の
年
齢
が
、
二
十

第

七

章

入

學

、
在
學
、
退
學

第
三
十
一
條
師
範
科
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ベ
キ
者
ハ
品
行
方
正
年
齢
十
七
年
以

上
ノ
者
ニ
シ
テ
左
ノ
第
一
項
若
ク
ハ
第
二
項
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル
ヲ
要

ス

第

九

章

授

業

料

第
五
十
二
條
授
業
料
ハ
毎
月
二
十
一
日
ヨ
リ
ニ
十
五
日
マ
デ
ニ
翌
月
分
ヲ
本

校
會
計
掛
二
納
付
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

但
シ
四
月
九
月
ハ
十
一
日
又
定
日
後
二
入
學
ス

ル
者
ハ
即
日
納
付
ス
ベ
シ

（『
東
京
昔
楽
學
校

一
梵
従
明
治
三
十
四
年
至
明
治
三
十
五
年
』
第
六
よ
り
、
四
二
頁
、
四
九

頁）さ
ら
に
六
月
二
十
一
日
、
第
四
十
八
條
中
、
卒
業
証
書
の
書
式
が
別
に
定
め
ら
れ
、

第
四
十
八
條
は
「
本
校
所
定
ノ
學
科
ヲ
卒
へ
定
期
試
瞼

二
及
第
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
卒
業

證
書
ヲ
授
典
ス
」

と
い
う
条
文
の
み
と
な
る
。

明
治
三
十
五
年
！
三
十
六
年

四
月
一
日
、
甲
種
師
範
科
に
官
費
生
を
置
く
こ
と
と
な
り
、
規
則
第
十
六
條
改
正
。

第
四
章

師

範

科

第
十
六
條
師
範
科
生
徒
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
シ
學
習
上
必
要
ナ
ル
圏
書
楽
器
ヲ

穂
テ
貸
付
ス
又
一
學
年
三
十
名
ヲ
限
リ
官
費
生
ト
シ
テ
學
資
ヲ
支
給
ス
ベ
シ

但
シ
學
資
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
卒
業
ノ
後
服
務
規
則
二
従
ヒ
就
職
ス

ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

ま
た
こ
の
年
度
よ
り
甲
種
師
範
科
の
学
年
が
四
月

一
日
始
業
と
な
り
、
第
二
十
四

條
が
追
加
さ
れ
る
。

第

六

章

學

年

、
學
期
、
休
業

第
二
十
四
條
甲
種
師
範
科
ノ
學
年
ハ
四
月
一
日
二
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十

一

日
二
終
ル
學
年
ヲ
分
チ
テ
三
學
期
ト
ス
其
授
業
期
間
ハ
前
條
二
同
ジ

四
月
二
十
二
日
、
選
科
入
学
志
願
者
は
戸
籍
謄
本
を
添
付
し
な
く
て
よ
い
こ
と
と
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さ
ら
に
第
三
十一
二
條
の
但
し
書
き
と
第
三
十
四
條
追
加。

唱
歌
國
語
若
ク
ハ
英
語

明
治
三
十
三
年
文
部
省
令
第
四
琥

軍

生

、
生
徒
身
腔
検
査
規
定
二
準
捩
ス

第
二
琥

（霜

）

敷

學

〔
第
二
項
は
変
更
な
し
〕

國
語

試
問

憫
格

第
三
十
二
條

理
科

地
理

歴
史

ま
た
甲
種
師
範
科
の
入
学
資
格
と
入
学
試
験
科
目
が
改
正
さ
れ
る
。

第

七
章

入

學

、
在
學
、
退
學

第
二
十
七
條
本
校
二
入
學
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
第
一
琥
及
第
二
琥
書
式
二
捩
リ

入
學
願
書

二
履
歴
書
及
戸
籍
謄
本
ヲ
添

へ
差
出
ス

ベ
シ

但
シ
選
科

へ
入
學
セ

ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
戸
籍
謄
本
ヲ
要
セ

ス

師
範
科
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ベ
キ
者
ハ
品
行
方
正
年
齢
満
十
七
年

已
上
ノ
者
ニ
シ
テ
左
ノ
第
一
項
若
ク

ハ
第
二
項
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル
ヲ
要
ス

第
一
項
甲
種
師
範
科
二
入
學
セ
シ
ム
ル
者
ハ
師
範
學
校
中
學
校
若
ク
ハ
修

業
年
限
四
ケ
年
以
上
ノ
高
等
女
學
校
卒
業
生
ニ
シ
テ
左
ノ
入
學
試
験
科
目

第
一
琥
ノ
試
験
二
合
格
シ
タ
ル
者
又
ハ
第
一
琥
及
第
二
披
ノ
諸
學
科

二
就

キ
試
験
ノ
上
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
ベ
シ

入
學
試
験
科
目

第
一
琥

な
り
、
第
二

十
七
條
に
但
し
書
き
が
加
え
ら
れ
る
。

年

月

日

第
三
十
三
條

誓

糸勺

書

住
所
族
籍

何
某
父

（
生
徒
ト
ノ
親
戚

）職
業

兄
親
戚
闘
係
ヲ
記
入
ス

保
證
人

何

某

⑱

何
年
何
月
何
日
生

住
所
族
籍

何
某
男
女
兄
弟
姉
妹
又
ハ
戸
主

本

人

何

某

⑱

何
年
何
月
何
日
生

入
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
誓
式
ヲ
行
ヒ
生
徒
學
籍
簿
―
ー
記
名

シ
保
證
人
卜
連
署
シ
テ
第
三
琥
書
式
二
撰
リ
在
學
證
書
ヲ
差
出

ス
ベ
シ

但
シ
甲
種
師
範
科
官
費
生
ハ
第
四
琥
書
式
二
捩
リ
誓
約
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

第
三
十
四
條
甲
種
師
範
科
ノ
入
學
試
験
二
合
格
シ
タ

ル
者
ハ

三
ヶ
月
以
内
恨

入
學
ヲ
許
シ
資
性
品
行
及
學
業
成
績
ヲ
考
察
シ
適
常
卜
認
ム
ル
者
二
限
リ
本

入
學
ヲ
許
可

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

そ
し
て
第
四
十
二
條
の
入
学
在
学
に
関
す
る
書
式
に
、
第
四
号
書
式
と
但
し
書
き

追
加
。

第
四
琥
書
式
（
用
紙
美
濃
）

二
錢

印
紙

私
儀
今
般
御
校
甲
種
師
範
科
官
費
生
ト
シ
テ
入
學
御
許
可
相
成
候
二
就
テ

ハ
御
規
則
堅
ク
相
守
リ
専
心
勉
學
可
仕
又
卒
業
ノ
後
ハ
明
治
三
十
五
年
文

部
省
令
第
六
琥
東
京
昔
架
學
校
甲
種
師
範
科
官
費
卒
業
生
服
務
規
則
ヲ
遵

奉
可
致
此
段
誓
約
侯
也
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第
十
一

章

資

第
六
十
一
條
研
究
生
ニ
ハ
學
術
研
究
上
二
要
ス
ル
賓
費
ヲ
補
助
シ
又
ハ
學
資

ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
六
十
二
條
學
資
ヲ
給
ス
ベ
キ
者
ハ
研
究
生
中
學
力
最
モ
優
等
ナ
ル
者
若
ク

ハ
特
別
保
護
ヲ
要
ス
ル
學
科
目
ヲ
研
究
ス
ル
者
二
就
キ
學
校
長
之
ヲ
定
ム

第
六
十
三
條
給
費
研
究
生
ニ
ハ
授
業
補
助
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
六
十
四
條
甲
種
師
範
科
生
徒
二
支
給
ス
ベ
キ
學
費
ハ
一
ヶ
月
六
園
乃
至
八

園
ト
ス

年

月

日

學

東
京
市
何
匿
長

但
シ

一
名
ノ
保
證
人
ハ
父
兄
若
ク

ハ
親
戚
ト
ス
若
シ
親
戚
ナ
キ
ト
キ
ハ
相

営
ノ
資
格
ア

ル
者
ヲ
要
ス

学
資
に
関
し
て
第
六
十
四
條
、
第
六
十
五
條
追
加
、
ま
た
第
六
十
六
條
に
変
更
あ

り
。
な
お
こ
の
年
度
は
追
加
条
項
に
よ
っ
て
条
文
の
番
号
が
変
る
た
め
「
學
資
」
に

関
し
て
は
全
六
カ
条
を
挙
げ
て
お
く
。

何

住
所
族
籍
（
東
京
市
在
住
ノ
公
民
）
職
業

保

證

人

何

某
⑱

東
京
音
架
學
校
長
何
某
殿

前
書
保
證
人
何
某

ハ
営
（丘
疇
）―-
居
住
ノ
者
二
相
違
無
之
候
也

年

月

日

何（
直
疇
）何（
疇
市
噂
）長

何

某

⑲

前
書
保
證
人
何
某

ハ
常
匿

二
住
居
シ
公
民
櫂
ヲ
有
ス
ル
者
二
相
違
無
之

候
也

某
⑱

何
年
何
月
何
日
生

附
則

第
一
條
明
治
三
十
五
年
三
月
三
十

一
日
以
前
二
入
學
シ
タ
ル
甲
種
師
範
科
生

徒
ハ
薔
學
科
課
程

ニ
ヨ
リ
卒
業
セ
シ
ム

（『
東
京
＿音
楽
學
校

l

究

明
治
三
十
六
年

i
三
十
七
年

予
科
お
よ
び
乙
種
師
範
科
の
入
学
試
験
科
目
に
改
正
あ
り
。

第
七
章

入

學

、
在
學
、
退
學

第
二
十
八
條

豫

科

二
入
學
ヲ
許
可
ス
ヘ
キ
者
ハ
男
女
ヲ
問
ハ
ス
年
齢
満
十
四

従
明
治
三
十
五
年
至
明
治
三
十
六
年
』
第
六
よ
り
）

こ
の
年
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
附
則
が
追
加
さ
れ
た
。
『

但
シ
入
學
退
學
ノ
月
ハ
日
割
ヲ
以
テ
支
給
シ
恨
入
學
中
ハ
支
給
セ
ズ

第
六
十
五
條
左
ノ
事
故
二
該
嘗
ス
ル
場
合
ニ
ハ
學
資
ノ
支
給
ヲ
止
ム

一

私

ノ
事
故
ー
ー
ヨ
リ
ニ
週
日
以
上
引
績
キ
鋏
課
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
翌
日
ヨ

リ
事
故
繊
績
中

一

疾
病
傷
痕
又
ハ
止
ム
ヲ
得
サ

ル
事
故
ニ
ヨ
リ
六
十
日
以
上
鋏
課
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
其
翌
日

ヨ
リ
鋏
課
中

一

停
學
慮
分
中

第
六
十
六
條

學

資

ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
シ
テ
半
途
退
學

ス
ル
者
又
ハ
退
學

ヲ
命
ゼ
ラ
レ

タ
ル
者
ハ
既
二
受
ケ
タ

ル
學
資
ヲ
償
還
セ
シ
ム

但
シ
疾
病
傷
痰
又
ハ
酌
量
ス
ベ
キ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
償
還

ス
ベ
キ
學
資
ノ

全
部
又
ハ
幾
部
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
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七 年
以
上
ニ
シ
テ
左
二
掲
ク
ル
科
目
ノ
試
瞼
二
合
格
シ
タ
ル
者
タ
ル
ベ
シ

但
シ
中
學
校
第
二
年
級
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
若
ク
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
力

ア
リ
ト
認
ム

ル
者

ハ
第

一
乃
至
第
五
、
高
等
女
學
校
第
二
年
級
ヲ
修
了
シ

タ
ル
者
若
ク
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
カ
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ハ
第
一
乃
至
第

四
ノ
試
験
ヲ
要
セ
ズ

入
學
試
瞼
科
目

作
文
、
講
讀

大
要

大
要

四
則
、
分
敷
、
小
敷
、
比
例

讀
方
義
解
（記

和

凪

□）

小
學
唱
歌
集
ノ
程
度

明
治
三
十
三
年
文
部
省
砕
第
四
琥
學

ご
生
、
生
徒
身
證
検
査
規

二
準
披
ス

唱
歌
（鵬

霜

霜

）

日
本
歴
史

日
本
地
理

算
術

英
語

唱
歌

餞
格

第
三
十
二
條

第
二
項

乙
種
師
範
科

二
入
ル

ヲ
得
ベ
キ
者
ハ
高
等
小
學
校
卒
業
ノ
者

ニ
シ

テ
骰
格
及
唱
歌
ノ
試
瞼
二
合
格
シ
タ
ル
者
若
ク
ハ
左
ノ
學
科
目
二
就
キ
之

ト
同
等
以
上
ノ
學
カ
ヲ
有
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ

入
學
試
瞼
科
目

國
語
、
日
本
歴
史
、
地
理
、
算
術
、

明
治
三
十
三
年
文
部
省
令
第
四
琥
學

麓

格

｛
生
、
生
徒
身
髄
検
査
規
定
二
準
捩
ス

ま
た
、
受
験
料
と
入
学
手
続
き
に
関
し
て
第
三
十
三
條
追
加
、
第
三
十
四
條
追
加

改
正
。

第
三
十
三
條
本
校
ノ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
受
瞼
料
ト
シ
テ
入
學

願
書
二
金
壷
圏
ヲ
添
へ
納
付
ス
ベ
シ

但
既
納
ノ
受
瞼
料
ハ
試
瞼
ヲ
受
ケ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
之
ヲ
返
付
セ
ズ

第
三
十
四
條

入
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
誓
式
ヲ
行
ヒ
生
徒
學
籍
簿

二
記
名

シ
保
證
人
卜
連
署
シ
テ
第
四
十
三
條
第
三
琥
書
式
二

擦
リ
在
學
證
書
ヲ
差
出

但
甲
種
師
範
科
二
入
學
シ
學
資
ノ
支
給
ヲ
受
ク

ル
者

ハ
第
四
十一＿
一
條
第
四

琥
ノ
書
式
二
撼
リ
誓
約
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ
又
選
科

二
入
學

ス
ル
者
ハ
誓
式

ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

第
九
章

第
五
十
二
條

園
ト
ス

第
五
十
三
條

選
科
生
徒
ノ
授
業
料

ハ一

學
年

二
付
金
拾
園
以
上
五
拾
園
以
下

ノ
範
園
内
二
於
テ
學
校
長
之
ヲ
定
ム

第
五
十
四
條
授
業
料
ハ
左
ノ
三
期
二
分
チ
毎
期
ノ
始
メ
ニ
於
テ
一
期
分
ヲ
納

付
セ
シ
ム
其
納
付
額
及
納
付
期
日
公
学
校
長
別
二
之
ヲ
定
ム

第

一
期

罪
麟
恥

自

一
月

第
二
期
至
三
月

自

四

月

第
三
期
至
六
月

第
五
十
五
條
授
業
料
納
付
期
日
後
入
學
シ
タ
ル
者
又
ハ
第
六
十
二
條
二
依
リ

数
授
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
嘗
該
納
期
ノ
授
業
料
ハ
其
月
ヨ
リ
起
算
シ
月
割
ヲ
以
テ

授

業

料

授
業
料
ハ
一

學
年

二
付
豫
科
生
徒
金
拾
五
園
本
科
生
徒
金
咸
拾

六 五

予
科
、
本
科
の
授
業
料
額
お
よ
び
納
付
期
日
な
ど
に
変
更
あ
り
。

四

國
語

ス
ベ
シ
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明
治
三
十
七
年

l
_＿
＿
十
八
年

附
則
が
追
加
さ
れ
る
。

納
額
ヲ
定
メ
郎
日
之
ヲ
納
付
セ
シ
ム

但
月
割
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
七
月
八
月
ヲ
除
算
シ
テ
一
學
年
ヲ
＋
箇
月
ト
ス

第
五
十
六
條
生
徒
在
學
中
ハ
課
業
ヲ
鋏
キ
又
ハ
停
學
慮
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合

卜
雖
授
業
料
ヲ
免
除
セ
ズ

第
五
十
七
條
既
納
ノ
授
業
料
ハ
何
等
ノ
事
故
ァ
ル
モ
之
ヲ
返
付
セ
ズ

第
五
十
八
條
研
究
生
及
特
待
生
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

第
五
十
九
條
許
可
ヲ
得
テ
休
學
ス
ル
者
ハ
次
期
以
降
休
學
中
授
業
料
ヲ
免
除

第
六
十
條
指
定
期
日
二
於
テ
授
業
料
ヲ
納
付
セ
ザ
ル
者
ハ
學
校
長
之
二
停
學

ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
又
滞
納
二
週
日
二
及
ブ
ト
キ
ハ
退
學
ヲ
命
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ベ

シ

ス

（『東
京
音
楽
學
校

一
覧

附
則明

治
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
二
入
學
シ
タ
ル
甲
種
師
範
科
生

第
一
條

徒
ハ
藷
學
科
課
程
ー
ー
ヨ
リ
卒
業
セ
シ
ム

第
二
條
明
治
三
十
六
年
九
月
三
十
日
以
前
二
入
學
シ
タ

ル
豫
科
本
科
生
徒
ノ

授
業
料
年
額
ハ
薔
規
定
二
依
ル

第
三
條
授
業
料
徴
牧
ノ
方
法
ハ
明
治
三
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
マ
デ
奮
規

定
二
依
ル

（『
東
京
昔
楽
學
校

一
覧

従
明
治
三
十
七
年
至
明
治
三
十
八
年
』
第
四
よ
り
）

従
明
治
三
十
六
年
至
明
治
三
十
七
年
』
第
四
よ
り
）

明
治
三
十
八
年
！
三
十
九
年

九
月
十
一
日
、

授
業
料
滞
納
者
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
た
。

第

九

章

授

業

料

第
六
十
條
指
定
期
日
二
授
業
料
ヲ
納
付
セ
ザ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
學
校
長
之
二

停
學
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
又
滞
納
三
十
日
二
及
ブ
ト
キ
ハ
學
籍
ヲ
除
名

ま
た
十
二
月
、
甲
種
師
範
科
官
費
生
の
定
員
、
学
費
お
よ
び
楽
器
図
書
貸
付
に
関

す
る
条
項
が
改
正
さ
れ
た
。

第

四

章

師

範

科

第
十
六
條
師
範
科
生
徒
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
ス
又
甲
種
師
範
科
二
官
費
生
六
十

名
ヲ
置
ク

但
シ
官
費
生
ハ
卒
業
後
服
務
規
則
二
従
ヒ
就
職
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

同
月
、
乙
種
師
範
科
の
学
年
が
改
正
さ
れ
、
そ
の
結
果
師
範
科
全
体
が
四
月
一
日

学
年
始
め
と
な
る
。

第

六

章

學

年
、
學
期
、
休
業

第
二
十
四
條
師
範
科
ノ
學
年
ハ
四
月
一
日
二
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ

終
ル
學
年
ヲ
分
チ
テ
―
―
一
學
期
ト
ス
其
授
業
時
間
ハ
前
條
二
同
シ

明
治
―
―
-
＋
九
年
ー
四
十
年

五
月
、
甲
種
師
範
科
官
費
生
募
集
規
程
が
定
め
ら
れ
る
。

ス
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ベ
シ

第
七
章

資

同
月
、
本
科
の
学
科
目
中
に
保
護
科
目
が
置
か
れ
る
。

第
四
條
地
方
長
官
ノ
薦
畢
二
係
ル
者
ハ
入
學
願
書
及
受
験
料
ヲ
要
セ
ス

第
二
條

第
三
條

サ
ス

甲
種
師
範
科
官
費
生
募
集
規
程

第
一
條
甲
種
師
範
科
官
費
生
ハ
師
範
學
校
中
學
校
又
ハ
修
業
年
限
四
ケ
年
以

上
ノ
高
等
女
學
校
ヲ
卒
業
シ
身
橙
健
全
品
行
方
正
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
地
方
長
官

ノ
薦
拳
シ
タ

ル
者
ノ
中
ヨ
リ
試
験
ニ

ヨ
リ
テ
選
抜

ス

前
項
師
範
學
校
中
學
校
高
等
女
學
校
生
徒

ニ
シ
テ
常
該
學
校
長

二
於
テ
本
校

J
入
學
期
以
前
二
卒
業
ス
ベ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者

ハ
営
該
學
校
卒
業
生

二
準
ス

在
學
中
平
時
ニ
ア
リ
テ
兵
役
二
服
ス
ベ
キ
者
及
夫
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
入
學
ヲ
許

甲
種
師
範
科
官
費
生
ノ
募
集
ハ
學
校
長
ヨ
リ
地
方
長
官
二
通
知
ス

學
校
長

ハ
第
一
條
ノ
外
甲
種
師
範
科
官
費
生
ヲ
募
集
ス
ル
コ
ト
ア
ル

第

十

一

章

學

第
六
十
五
條
本
科
生
徒
―
ー
シ
テ
特
別
保
護
ヲ
要
ス
ル
學
科
目
ヲ
修
ム
ル
者
ニ

ハ
學
資
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

前
項
ニ
ョ
リ
學
資
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

ハ
卒
業
ノ
後
研
究
科

二
入
ル
ベ
シ

ま
た
選
科
の
入
学
料
を
徴
収
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
、

第
三
十
四
條
が
追
加
改
正

さ
れ
る
。

入
學
、
在
學
、
退
學

附
則

第
四
條
學
年
及
學
期
ノ
改
正
ハ
明
治
四
十
年
四
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

第
二
十
五
條

ハ
休
業
ト
ス

期
ハ
一
月
八
日
ヨ
リ
三
月
三
十
一
日
二
至
ル

第
二
十
四
條

ス
ベ
シ

第
三
十
四
條

入

學

ノ
許
可
ヲ
得
タ

ル
者

ハ
宣
誓
ヲ
行
ヒ
生
徒
學
籍
簿

二
署
名

シ
保
證
人
卜
連
署
ー
ー
テ
第
四
十
三
條
第
三
琥
書
式
二
捩
リ
在
學
證
書
ヲ
差
出

甲
種
師
範
科
官
費
生
ト
シ
テ
入
學
ス
ル
者
ハ
第
四
十
三
條
第
四
琥
ノ
書
式

二
擦
リ
誓
約
書
ヲ
差
出

ス
ベ
シ

選
科
二
入
學

ス
ル
者
ハ
本
條
第
一
項
ノ
宣
誓
ヲ
要
セ
ズ
入
學
料
ト
シ
テ
在

學
證
書
二
金
壼
園
ヲ
添

へ
納
付
ス
ベ
シ

さ
ら
に
学
年
、
学
期
、
設
立
記
念
日
が
更
定
さ
れ
、
附
則
第
四
條
の
追

加
に
よ

り
、
学
年
と
学
期
の
改
正
は
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
六
章

學

年

、
學
期
、
休
業

第
二
十
二
條
學
年
ハ
四
月
一
日
ー
ー
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
ル

第
二

十
三

條

學

年

ヲ
分
チ
テ
三
學
期
ト
ス
第
一
學
期
ハ
四
月
一
日
ヨ

リ
九
月

十
日
二
至
リ
第
二
學
期

ハ
九
月
十
一
日
ヨ
リ
翌
年

一
月
七
日
ー
ー
至
リ
第
三
學

春
季
休
業

ハ
四
月
一
日
ョ
リ
同
月
十
日
二
至
リ
夏
期
休
業
ハ
七

月
十
一
日
ヨ
リ
九
月
十
日
二
至
リ
冬
期
休
業

ハ
十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年

一
月
七
日
二
至
ル

祝
日
、
大
祭
日
、

〔
マ
マ
〕

日
曜
日
及
本
校
設
立
紀
念
日
(
+
月
四
日
）
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喜二
ご

第

七

章

入

學
、
在
學
、
退
學

第
一
披
書
式
（
用
紙
美
濃
）

資

な
お
、
前
年
度
の
第
六
十
五
條
は
、
第
六
十
四
條
中
に
追
加
さ
れ
る
。

従
明
治
三
十
九
年
至
明
治
四
十
年
』
第
四
よ
り）

第
十
一

章

學

第
六
十
四
條
學
資
ヲ
給
ス
ベ
キ
者
ハ
研
究
生
中
學
力
最
モ
優
等
ナ

ル
者
若
ク

ハ
特
別
保
護
ヲ
要
ス
ル
學
科
目
ヲ
研
究
ス
ル
者
二
就
キ
學
校
長
之
ヲ
定
ム

學
資
ヲ
給
ス
ル
研
究
生
ニ
ハ
授
業
補
助
ヲ
命
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ベ
シ

（『東
京
昔
楽
學
校

一
究

明
治
四
十
年
！
四
十
＿
年

二
月
八
日
、
入
学
願
書
に
は
保
証
人
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
な
り
、

第
四
十
三

條
中
、
「
第

一
琥
書
式
」
が
改
正
さ
れ
る
。

し

試
問

國
語
若
ク
ハ
英
語
（悶

鰐

噂

汽

）

同
時
に
、
前
年
度
第
五
十
條
（
三
十
三
年
度
第
四
十
七
條
）
を
削
除
し
て
、

の
席
次
を
す
べ
て
イ
ロ
ハ
順
と
し
た
。

ま
た
同
時
に
、
学
年
、
学
期
の
改
正
に
伴
い
、

授
業
料
の
納
期
も
変
更
さ
れ
た
。 生

徒

第
九
章

授

業

料

第
五
十
三
條
授
業
料
ハ
左
ノ
三
期
二
分
チ
毎
期
ノ
始
メ

ニ
於
テ
一
期
分
ヲ
納

付
セ
シ
ム
其
納
付
額
及
納
付
期
日
ハ
學
校
長
別
二
之
ヲ
定
ム

第

一
期

韮
芦
肛

第
二
期

戸
言
~

第

三

期

門

五

さ
ら
に
甲
種
師
範
科
の
入
学
試
験
科
目
中
、
英
語
は
当
分
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
付

記
さ
れ
る
。

第
七
章

入
學
、
在
學
、
退
學

第
三

十

二

條

師
範
科
二
入
學
ヲ
許
可
ス
ベ
キ
者
ハ
品
行
方
正
年
齢
満
十
七
年

以
上
ノ
者

ニ
シ
テ
左
ノ
第
一
項
若
ク

ハ
第
二
項
ノ
資
格
ヲ
具
フ
ル

ヲ
要
ス

第

一
項
甲
種
師
範
科
二
入
學
セ
シ
ム
ル
者
ハ
師
範
學
校
中
學
校
若
ク

ハ
修

業
年
限
四
ケ
年
以
上
ノ
高
等
女
學
校
卒
業
生
ニ
シ
テ
左
ノ
入
學
試
瞼
科
目

第

一
琥
ノ
試
瞼
二
合
格
シ
タ
ル
者
又
ハ
第
一
披
及
第
二
琥
ノ
諸
科
目
二
就

キ
試
瞼
ノ
上
之
卜
同
等
以
上
ノ
學
カ
ヲ
有
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ

入
學
試
験
科
目

第

一
披

唱
歌
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第

第
二
學
科
課
程

豫
科
ノ
學
科
課
程

ハ
左
ノ
如
シ

倫唱洋

琴歌

鼠
昔
唱
歌

右
手
左
手
練

習
、
双
手
練
習

同

同

築

同

同

同

同

バ
イ
オ
リ
ン

同

同

461 

理

倫
理
要
旨

一
年

間

毎

週

一
時

十
時

九
時

風器
磐

楽架
琴

鱗
撃
法
、
装
相
法
等
、
楽
曲
練
習

姿
勢
、
用
弓
法
、
手
指
運
用
法

楽
曲
練
習

調
絃
法
、
箪
弾
法

複

弾

法

初

歩

同

同

十
時

十
時

二
時

第 4節

諸
重
昔
唱
歌

同

同

明
治
二
十
二
年
？
二
十
三
年

以
下
は
、
本
節

一
項
で
取
り
上
げ
た
『
東
京
―
音
楽
學
校

一
覧
』
の
「
規
則
」
の
う

ち
、
「學
科
程
課
」
だ
け
を
取
り
出
し
、
そ
の
変
遷
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治

二
十
二
年
以
降
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
目
立
っ
た
改
正
が
み
ら
れ
る
の
は
二
十
六
年
、

三
十
三
年
、
四
十
二
年
で
、
こ
れ
は
規
則
の
変
遷
と
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
二
十

六
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
は
そ
れ
ほ
ど
大
が
か
り
な
も
の
で
は
な
い
。
四
十
二
年

に
つ
い
て
は
「
規
則
」
同
様
、
第
二
巻
で
扱
う
こ
と
と
し
、
大
き
く
変
更
さ
れ
た
場

合
以
外
は
こ
こ
で
も
改
正
箇
所
の
み
を
記
載
す
る
に
と
ど
め
る
。

以
下
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
資
料
の
出
典
は
す
べ
て
『
東
京
＿音
楽
學
校
一
覧
』
で
あ

る
。
ま
た
年
度
の
表
記
は
前
出
の
「
規
則
」
と
同
様
で
あ
る
。

英罷
操
、
舞
踏

第
二
年

倫

理

倫
理
要
旨

一
年
間

毎

週

一
時

八
時

詔
方
、
作
文
、
文
法

徒
手
運
動
、
練
竪

運
動
、
方
舞
演
習

同

同

五ロ
き
ロ

同

同

文

詩
歌
學
、
作
歌

同

同

昔

架 楽

學史論

本
邦
及
欧
洲
―
音
楽
史

同

同

昔

獨
撃
法
、
猿
相
法
等
、
楽

曲

練

習

同

[

「
バ
イ
オ
リ
ン
」
生
徒
ハ
四
時
間
ヲ
欠
ク

姿
勢
、
用
弓
法
、
手

指

運

用

法

同

[

楽
曲
練
習

音
楽
理
論

一
年
間

毎
週

二
時

二
時

二
時

三
時

二
時

バ
イ
オ
リ
ン

風 器

楽楽
琴

同

十
時

カ
リ
キ
ュ

ラ
ム

高
等
箪
昔
唱
歌

複
音
唱
歌

師
範
部
學
科
課
程

ハ
左
ノ
如
シ

第
一
年

倫磐

同

同

理

倫
理
要
旨

一
年

間

毎

週

な
お
こ
の
年
度
よ
り
「
官
費
生
募
集
規
程
」
は

「
第
四
規
則
」
か
ら
独
立
し
て

「第
五
」
と
な
る
。

明
治
一
二
十
三
年
文
部
省
令
第
四
琥
學

ご
生
、
生
徒
身
證
検
査
規
定

二
準
披
ス

第
二
琥

國
語
（霜

）

罷
格

敷
學

（『東
京―音
楽
學
校

一党

理
科

従
明
治
四
十
年
至
明
治
四
十
一

年
』
第
四
よ
り
）

地
理

歴
史

第

英罷
操
、
舞
踏 五

口
き
ロ

文 昔

楽

學論

讐
麟

和
漢
文

誼
力

會
話麟

温
翫
麟

同

同

同

同

同

同

同

同
同

四
時

一
時

八
時

三
時

三
時

二
時

二
時

規則およびカリキュラムの変遷


